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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていません。 

２ 従業員数は、就業人員数を表示しています。 

３ 臨時従業員数については、従業員数の100分の10未満のためその年間平均雇用人員の記載を省略していま

す。 

４ 第137期中間連結会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定

に関する意見書」）及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」を適用しています。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第136期中 第137期中 第138期中 第136期 第137期

会計期間

自 平成15年
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 362,106 413,563 454,764 724,666 828,443

経常利益 (百万円) 30,427 61,942 49,625 62,564 107,235

中間(当期)純利益 (百万円) 15,941 33,549 34,885 33,196 59,852

純資産額 (百万円) 102,538 155,159 224,575 121,006 181,276

総資産額 (百万円) 535,169 589,444 709,806 559,135 605,331

１株当たり純資産額 (円) 173.18 262.47 379.16 204.37 306.06

１株当たり 
中間(当期)純利益

(円) 26.92 56.76 58.97 55.71 100.70

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間(当期)純利益

(円) 26.91 52.82 52.06 55.53 93.69

自己資本比率 (％) 19.16 26.32 31.64 21.64 29.95

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 32,663 45,371 32,454 78,550 89,443

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △15,946 △21,540 △58,828 △51,775 △34,402

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △18,310 △22,289 28,995 △21,602 △47,428

現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

(百万円) 17,435 25,962 35,287 23,127 31,497

従業員数 (人) 5,979 6,125 6,414 6,088 6,226
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(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていません。 

２ １株当たり情報については、第五号様式記載上の注意(4)bただし書に基づき省略しています。 

３ 従業員数は、就業人員数を表示しています。 

４ 臨時従業員数については、従業員数の100分の10未満のためその年間平均雇用人員の記載を省略していま

す。 

５ 第137期中間会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」）及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」を適用しています。 

  

回次 第136期中 第137期中 第138期中 第136期 第137期

会計期間

自 平成15年
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 295,026 331,975 362,924 584,958 658,699

経常利益 (百万円) 25,118 49,987 35,853 49,670 86,873

中間(当期)純利益 (百万円) 12,450 27,178 22,777 24,452 49,012

資本金 (百万円) 29,689 29,689 29,689 29,689 29,689

発行済株式総数 (千株) 593,796 593,796 593,796 593,796 593,796

純資産額 (百万円) 81,624 124,229 171,649 96,839 143,018

総資産額 (百万円) 303,082 366,828 468,432 329,965 376,344

１株当たり 
中間(年間)配当額

(円) 5.00 7.50 9.00 10.00 16.50

自己資本比率 (％) 26.93 33.87 36.64 29.35 38.00

従業員数 (人) 540 547 565 538 545
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２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重要

な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

(1) 除外 

船舶保有会社９社は、所有船舶売却等のため連結子会社より除外しました。 

  

(2) 新規 

 当中間連結会計期間に新規に提出会社の連結子会社となった主要な関係会社は下記のとおりです。 

  

 
  

名称 住所 資本金
主要な事業 

の内容

議決権の

所有割合

(％)

関係内容

役員の 

兼任等
   営業上の取引、 

   設備の賃貸借
当社 

役員

(人)

当社 

職員 

(人)

(連結子会社)

INTERNATIONAL TERMINAL 

SERVICE  OF  AUGUSTA, 

S.R.L.

AUGUSTA, ITALY
EURO

110,000
港湾運送業 100.0 ― ― ―
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４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

(平成17年９月30日現在) 

 
(注) 従業員数は就業人員数です。なお、臨時従業員数については、臨時従業員の 

総数が従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しています。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成17年９月30日現在の従業員数は、565名です。 

なお、臨時従業員数については、その総数が従業員数の100分の10未満であるため記載を省略してい

ます。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社(川崎汽船㈱)において、陸上従業員の労働組合は川崎汽船労働組合と称しています。上部団体に

は加盟していません。海上従業員は全日本海員組合に加入しており、労働条件に関する基本的事項の交

渉は、同組合と当社(川崎汽船㈱)の所属している船主団体「日本船主協会外航労務部会」との間で行わ

れています。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

海運業 911

物流・港運事業 4,542

その他の事業 961

合計 6,414
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第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

 
  

当中間連結会計期間の海運市況は、コンテナ船市況が依然堅調であったのに対し、不定期船市況は５

月以降調整局面に入りました。年初より下落傾向にあった大型原油タンカーのスポット運賃は６月より

反転しております。 

 このような状況下、当社グループは積極的な営業を展開し当中間連結会計期間の売上高は前年同期よ

り412億円増加して4,547億64百万円となりました。しかしながら、燃料油価格の高騰と不定期船市況の

調整が圧迫要因となり、営業利益は対前年同期で100億85百万円減少の501億67百万円（期首見込み500

億円）、経常利益は対前年同期で123億17百万円減少の496億25百万円（期首見込み500億円）となりま

した。当中間連結会計期間の中間純利益は、前年同期に対し、13億36百万円増加の348億85百万円（期

首見込み340億円）となりました。 

 
  

 
  

  

（単位：百万円）

当中間連結会計期間 前中間連結会計期間
増減額   (増減率)

（平成17年９月期） （平成16年９月期）

 売上高 454,764 413,563 41,200 (10.0%)

 営業利益 50,167 60,252 △10,085 (△16.7%)

 経常利益 49,625 61,942 △12,317 (△19.9%)

中間純利益 34,885 33,549 1,336 (4.0%)

なお、為替と燃料油価格の変動が経常利益に与える影響は以下のとおりです。

当中間連結会計期間 前中間連結会計期間 増減額 影響額

 為替レート ¥109/US$ ¥109/US$ － －

 燃料油価格 US$261/MT US$184/MT US$77/MT高 △104億円

(注) 為替変動の影響額はUS$1当たり１円の変動で経常利益が年間12億円変動します。

     燃料油価格変動の影響額は1MT当たりUS$1の変動で経常利益が年間2.7億円変動します。

<為替の推移> <消費燃料単価の推移>
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当中間連結会計期間の事業の種類別セグメント毎の売上高及び営業損益は、次のとおりです。 

 
(注)当中間連結会計期間より事業区分の方法を変更しています。前年同期比較については、前中間連結会計期間を変更後の事

業区分の方法で組み替えて行っています。 

  

①海運業 

 ［コンテナ船部門］ 

 荷動きは堅調に推移しましたが、燃料油価格の高騰により、前年同期比増収減益となりました。北米

航路全体の荷動きは住宅需要関連貨物や電機製品が前年同期比10%以上の伸びを示すなど好調に推移す

る中、当社は新航路増設により輸送力を強化した結果、北米東岸向けがほぼ倍増するなど積高が大幅に

増加しました。欧州航路の荷動きは一時鈍化が見られたものの、夏場以降は前年同期比10%以上の伸び

を取り戻し、特に地中海向けは大幅増を示し、当社積高も北欧州、地中海向けともに予想を上回りまし

た。アジア航路は堅調な日本出し貨物に加えて中国出し貨物の伸びもあり、好調な荷動きが継続しまし

た。 

コンテナ船運賃市況(Containerization International “Freight Rates Indicators”) 

 

  

［不定期専用船部門］ 

 撒積船は、年初より高値で推移していた市況が５月連休頃より修正局面を迎え、第２四半期の中頃ま

で市況は低位で推移しました。当中間連結会計期間を通して、市況レベルは前年同期を大きく割り込み

ました。自動車船は燃料油価格の高騰に加え傭船マーケットも高値で推移するなどマイナス要因はあり

ましたが、燃費効率に優れた日本車・韓国車の米国等主要マーケットでの好調な販売を背景に、海上輸

送量が堅調に推移し当社も積高を伸ばしました。不定期専用船部門全体として前年同期比増収減益とな

りました。 

（単位：百万円）

当中間連結会計期間 前中間連結会計期間
増減額  (増減率)

（17/4～17/9） （16/4～16/9）

海運業 売上高 393,356 358,325 35,030 (9.8%)

営業利益 44,087 55,017 △10,930 (△19.9%)

物流・港運事業 売上高 52,545 46,340 6,205 (13.4%)

営業利益 4,889 4,894 △5 (△0.1%)

その他の事業 売上高 8,861 8,897 △35 (△0.4%)

営業利益 1,008 265 743 (279.9%)
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ドライバルク運賃市況 

 

  

［エネルギー資源輸送部門］ 

 油槽船部門は市況が全般的軟調に推移しましたが、VLCC及びLNG船部門は、長期契約船が引き続き順

調に稼働しました。電力会社向け石炭輸送は豪州での滞船の緩和により稼働が伸び、輸送量は増加しま

した。部門全体として業績は前年同期をやや上回ることができました。 

タンカー運賃市況 

 

  

［内航・フェリー部門］ 

 内航部門は専用船による安定した輸送量と業績を確保できましたが、フェリー部門は燃料油価格が高

騰するなかで厳しい業績となりました。 

  

この結果、海運業部門全体では、売上高は3,933億56百万円（前年同期比9.8％増）、営業利益は440

億87百万円（前年同期比19.9％減）となりました。 

  

②物流・港運事業 

 荷況が海上・航空共に比較的堅調に推移したこと、及びその結果港湾関連事業会社の取扱貨物が増加

したことが相俟って、セグメント全体では、売上高は525億45百万円（前年同期比13.4％増）、営業利
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益は48億89百万円（前年同期比0.1％減）となりました。 

  

③その他の事業 

 上記以外の事業においては、売上高は全体として88億61百万円（前年同期比0.4％減）、営業利益は

10億8百万円（前年同期比279.9％増）となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は、次のとおりです。 

  

①日本 

 売上高は4,199億93百万円（前年同期比7.9%増）、営業利益は417億87百万円（前年同期比23.6%減）

となりました。 

  

②北米 

 売上高は123億63百万円（前年同期比53.6%増）、営業利益は6億71百万円（前年同期比71.3%増）とな

りました。 

  

③欧州 

 売上高は53億26百万円（前年同期比15.2%増）、営業利益は7億35百万円（前年同期比48.4%増）とな

りました。 

  

④アジア 

 売上高は169億65百万円（前年同期比46.8%増）、営業利益は67億33百万円（前年同期比49.1%増）と

なりました 

  

⑤その他 

 売上高は1億16百万円（前年同期は0百万円）、営業利益は54百万円（前年同期比107.1%増）となりま

した。 
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(2) キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は352億87百万円となり、前連結会計年度より

37億89百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、主として法人税等の支払額の増加により前年同期比129億

17百万円減の324億54百万円のプラスとなりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、船舶の取得による支出などにより、前年同期比372億87百

万円減の588億28百万円のマイナスとなりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、社債発行による収入などにより、前年同期比512億85百万

円増の289億95百万円のプラスとなりました。 
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２ 【生産、受注及び販売の状況】 

当社グループは、海運業を主な内容としており、その他に物流・港運事業、その他の事業を展開してい

ます。従って、生産、受注を行っておらず、事業の種類別セグメントごとに生産規模及び受注規模を金額

或いは数量で示すことはしていません。 

  

セグメント別売上高(外部顧客に対する売上高) 

事業の種類別セグメント売上高(外部顧客に対する売上高)の実績は、下記のとおりです。 

  

 
(注)当中間連結会計期間より事業区分の方法を変更しています。前年同期比較については、前中間連結会計期間を変更後の事業区分の

方法で組み替えて行っています。 

  

当社(川崎汽船㈱)の営業収益実績(参考) 

提出会社の部門別営業収益の実績は、下記のとおりです。 

  

 
  

区分
平成17年４月１日～平成17年９月30日

金額(百万円) 比率(％) 前年同期比(％)

海運業 393,356 86.5 109.8

物流・港運事業 52,545 11.6 113.4

その他の事業 8,861 1.9 99.6

合計 454,764 100.0 110.0

区分
平成17年４月１日～平成17年９月30日

金額(百万円) 比率(％) 前年同期比(％)

海運業収益 362,411 99.9 109.3

(コンテナ船部門) (202,165) (55.7) (114.6)

(不定期専用船部門) (136,400) (37.6) (104.6)

(エネルギー資源輸送部門) (23,012) (6.4) (95.9)

(その他) (833) (0.2) (108.2)

その他事業収益 512 0.1 113.5

合計 362,924 100.0 109.3
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３ 【対処すべき課題】 

  

当中間連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

特記事項はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社グループは、輸送技術の革新、安全輸送の徹底及び環境保全等に関する研究開発に取り組んでいま

す。 

 当中間連結会計期間においては、海運業セグメントにおいて2002年度から開始した他社と共同による圧

縮天然ガスの海上輸送研究に関して、当社グループが長年培った安全・効率輸送のノウハウを活用して、

また商業的にも軌道に乗せるべく、圧縮天然ガス輸送船の建造・運航を目指しています。 

 なお、当中間連結会計期間の研究開発費の総額は３百万円です。 
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第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当社グループ(当社及び連結子会社)が所有する船舶(外航、内航及びフェリー)の当中間連結会計期間に

おける増減は以下のとおりです。 

  

(1) 増加 

  

 
※ 事業の種類別セグメントは全て海運業です。 

  

(2) 減少 

  

 
※ 事業の種類別セグメントは全て海運業です。 

  

部門 隻数 重量屯数(K/T)

コンテナ船 ― ―

不定期専用船 4 615,211

エネルギー資源輸送 1 107,113

その他 1 10,292

合計 6 732,616

部門 隻数 重量屯数(K/T)

コンテナ船 ― ―

不定期専用船 1 149,530

エネルギー資源輸送 ― ―

その他 ― ―

合計 1 149,530
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２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当社グループ（当社及び連結子会社）の設備投資については、設備・機器の代替に加え、増強について

も将来の展望を念頭におきつつ、投資効率を見極めながら前向きの姿勢で積極的に対応する方針です。特

に、船舶投資に関しては、１隻ごとの採算性を確保し、戦略的な考慮を加えながら、全体の投資余力とい

ったある種の枠のなかで都度計画を固めていくこととしています。 

前連結会計年度末での計画に当中間連結会計期間において新たに策定したものを加えた、当中間連結会

計期間末における重要な設備の新設および除却等の計画は以下のとおりです。 

  

(1) 新設 

  

 
(注) 上記の記載は、当社グループ（当社及び連結子会社）にて保有することを予定している船舶の内、平成17年９月

末現在において建造契約が締結されたものを対象としています。 

  

(2) 除却等 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却等はありません。 

事業の種類別 
セグメントの名称

設備の
内容

投資予定金額

資金調達方法

着手及び完了予定 完成後の増加能力
載貨重量トン数

(千K/T)総額 
(百万円)

既支払額
(百万円)

着手(起工) 完了(竣工)

海運業 船舶 306,566 62,960
借入金、社債
および自己資
金

平成16.9
～平成22.7

平成17.10 
～平成22.12

4,619
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第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
 なお、フランクフルト証券取引所については、平成17年4月4日にて、ブラッセル証券取引所については平

成17年7月29日にて上場を廃止しています。 

種類 会社が発行する株式の総数(株)

普通株式 1,080,000,000

計 1,080,000,000

種類
中間会計期間末現在 

発行数(株) 
(平成17年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年12月22日)

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名

内容

普通株式 593,796,875 593,796,875

国内：株式会社東京証券取引所
  株式会社大阪証券取引所
  株式会社名古屋証券取引所
  証券会員制法人福岡証券取

引所
  (東京・大阪・名古屋は市 

場第一部に上場)

―

計 593,796,875 593,796,875 ― ―
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(2) 【新株予約権等の状況】 

① 新株予約権 

 当社は、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行しています。 

 
(注)１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株です。 

２．新株予約権発行後、当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式に

より払込金額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げます。 

①分割・併合のとき 

 
②新株発行のとき 

 
  

株主総会の特別決議日(平成14年6月27日)

中間会計期間末現在 
(平成17年9月30日)

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日)

新株予約権の数 68個(注)１ 58個（注）1

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 68,000株 58,000株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり156円(注)２ 同左

新株予約権の行使期間 平成16年6月28日～ 
平成24年6月27日

同左

新株予約権の行使により株式を発行 
する場合の株式の発行価格及び資本 
組入額

発行価格     156円 
資本組入額    78円 同左

新株予約権の行使の条件 当社と新株予約権者との間で締
結する「新株予約権付与契約」
に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締
役会の承認を要する。

同左

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

調整後払込金額＝調整前払込金額×

既発行
株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
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(注)１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株です。 

２．新株予約権発行後、当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式に

より払込金額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げます。 

①分割・併合のとき 

 
②新株発行のとき 

 
  

  

  

株主総会の特別決議日(平成15年6月27日)

中間会計期間末現在 
(平成17年9月30日)

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日)

新株予約権の数 863個(注)１ 747個（注）1

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 863,000株 747,000株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり278円(注)２ 同左

新株予約権の行使期間 平成17年6月28日～ 
平成25年6月27日

同左

新株予約権の行使により株式を発行 
する場合の株式の発行価格及び資本 
組入額

発行価格     278円 
資本組入額    139円 同左

新株予約権の行使の条件 当社と新株予約権者との間で締
結する「新株予約権付与契約」
に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締
役会の承認を要する。

同左

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

調整後払込金額＝調整前払込金額×

既発行
株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
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(注)１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株です。 

２．新株予約権発行後、当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式に

より払込金額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げます。 

①分割・併合のとき 

 
②新株発行のとき 

 

 
(注)１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株です。 

２．新株予約権発行後、当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式に

より払込金額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げます。 

①分割・併合のとき 

 
②新株発行のとき 

 
  

株主総会の特別決議日(平成16年6月29日)

中間会計期間末現在 
(平成17年9月30日)

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日)

新株予約権の数 370個(注)１ 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 370,000株 同左

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり633円(注)２ 同左

新株予約権の行使期間 平成18年6月30日～ 
平成26年6月29日

同左

新株予約権の行使により株式を発行 
する場合の株式の発行価格及び資本 
組入額

発行価格     633円 
資本組入額    317円 同左

新株予約権の行使の条件 当社と新株予約権者との間で締
結する「新株予約権付与契約」
に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締
役会の承認を要する。

同左

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

調整後払込金額＝調整前払込金額×

既発行
株式数＋

新規発行株式数×1株当たり払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

株主総会の特別決議日(平成17年6月29日)

中間会計期間末現在
(平成17年9月30日)

提出日の前月末現在
(平成17年11月30日)

新株予約権の数 488個(注)１ 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 488,000株 同左

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり693円(注)２ 同左
新株予約権の行使期間 平成19年6月30日～

平成27年6月29日 同左

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額

発行価格    693円
資本組入額    347円 同左

新株予約権の行使の条件 当社と新株予約権者との間で
締結する「新株予約権付与契
約」に定めるところによる。 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取
締役会の承認を要する。 同左

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

調整後払込金額＝調整前払込金額×
既発行 
株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

新規発行前の株価
既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
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② 新株予約権付社債 

  

 
（注） 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る価額で当社普通株式を発行

し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、次の算式により調整されます。なお、次の算式にお

いて、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数（但し、自己株式数を除く。）をいいます。 

 
  

  

2011年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（平成16年3月22日発行）

中間会計期間末現在 
（平成17年9月30日）

提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日）

新株予約権の数 30,000個 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 42,857,142株 同左

新株予約権の行使時の払込金額 700円（注） 同左

新株予約権の行使期間 平成16年4月5日～ 

平成23年3月8日
同左

新株予約権の行使により株式を発行 
する場合の株式の発行価格及び資本 
組入額

発行価格   700円 

資本組入額  350円
同左

新株予約権の行使の条件

当社が本社債につき期限の利益
を喪失した場合には、以後本新
株予約権を行使することはでき
ないものとする。また、各新株
予約権の一部行使はできないも
のとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 該当事項なし 同左

新株予約権付社債の残高 30,000百万円 同左

新発行・
×

１株当たりの

既発行
＋

処分株式数 発行・処分価額

調整後
＝

調整前
×

株式数 時  価

転換価額 転換価額
既発行株式数 ＋

新発行・ 

処分株式数
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（注） 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る価額で当社普通株式を発行

し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、次の算式により調整されます。なお、次の算式にお

いて、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数（但し、自己株式数を除く。）をいいます。 

 
  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

2013年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（平成17年4月4日発行）

中間会計期間末現在
（平成17年9月30日）

提出日の前月末現在
（平成17年11月30日）

新株予約権の数 30,000個 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 35,252,643株 同左

新株予約権の行使時の払込金額 851円（注） 同左

新株予約権の行使期間 平成17年4月18日～ 

平成25年3月21日
同左

新株予約権の行使により株式を発行 
する場合の株式の発行価格及び資本 
組入額

発行価格   851円 

資本組入額  426円
同左

新株予約権の行使の条件

当社が本社債につき期限の利益
を喪失した場合には、以後本新
株予約権を行使することはでき
ないものとする。また、各新株
予約権の一部行使はできないも
のとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 該当事項なし 同左

新株予約権付社債の残高 30,000百万円 同左

新発行・
×

１株当たりの
既発行

＋
処分株式数 発行・処分価額

調整後 ＝ 調整前 × 株式数 時  価

転換価額 転換価額
既発行株式数 ＋

新発行・ 

処分株式数

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成17年４月１日～ 
平成17年９月30日

― 593,796 ― 29,689 ― 14,534
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(4) 【大株主の状況】 

(平成17年９月30日現在) 

 
(注) １. みずほ信託退職給付信託川崎重工業口再信託受託者資産管理サービス信託の議決権は、川崎重工業株式会社

が保持しています。 

２. 当中間会計期間末現在において、以下のとおり大量保有報告書写しの送付を受けていますが、当社としては

当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には反映していま

せん。 

 (大量保有報告書の内容） 

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海１丁目８番１１号 70,908 11.94

日本マスタートラスト信託銀行株
式会社(信託口)

東京都港区浜松町２丁目１１番３号 47,337 7.97

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目２番１号 30,929 5.20

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿１丁目２６番１号 27,305 4.59

みずほ信託退職給付信託川崎重工 
業口再信託受託者資産管理サービ
ス信託

東京都中央区晴海１丁目８番１２号
晴海アイランドトリトンスクエアオフ
ィスタワーＺ棟

22,000 3.70

日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内１丁目６番６号
日本生命証券管理部内

17,916 3.01

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川２丁目２７番２号 12,092 2.03

株式会社みずほコーポレート銀行
東京都中央区晴海１丁目８番１２号
晴海アイランドトリトンスクエアオフ
ィスタワーＺ棟

11,100 1.86

川崎重工業株式会社 東京都港区浜松町２丁目４番１号 10,923 1.83

ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキ
ュリティーズ（ジャパン）リミテ
ッド

東京都千代田区大手町１丁目７番２号
東京サンケイビル

9,310 1.56

計 ― 259,822 43.75

氏名又は名称 住所 提出日
報告義務  
発生日

所有株式数 
(株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

バークレイズ・グロー
バル・インベスターズ
株式会社

東京都渋谷区広尾
１丁目１番３９号

平成17年10月14日 平成17年9月30日 22,618,000 3.81

バークレイズ・グロー
バル・インベスター
ズ、エヌ・エイ
（Barclays Global 
Investors,N.A.)

アメリカ合衆国 
カリフォルニア州
サンフランシスコ
市 フリーモン
ト・ストリート 
４５

平成17年10月14日 平成17年9月30日 16,564,310 2.79

モルガン・スタンレ
ー・アンド・カンパニ
ー・インコーポレーテ
ッド（Morgan Stanley 
& Co. Incorporated)

アメリカ合衆国 
ニューヨーク州 
ニューヨーク市 
ブロードウェイ 
１５８５

平成17年10月12日 平成17年9月30日 9,811,006 1.65
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(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

(平成17年９月30日現在) 

 
(注) １.「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が34,000株(議決権34個)含まれていま

す。 

２.「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式968株及び相互保有株式（株式会社リンコーコーポレーション

100 株）が含まれています。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
普通株式

3,358,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

588,299,000
588,299 ―

単元未満株式
普通株式

2,139,875
― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 593,796,875 ― ―

総株主の議決権 ― 588,299 ―
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② 【自己株式等】 

(平成17年９月30日現在) 

 
(注) 株主名簿上は当社名義であるが、実質的に保有していない株式が72,000株(議決権72個)あります。 

なお、当該株式数は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含まれています。 

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、株式会社東京証券取引所市場第一部におけるものです。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。

  

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

川崎汽船株式会社 神戸市中央区海岸通８番 1,010,000 ― 1,010,000 0.17

清水川崎運輸株式会社
静岡市清水区港町1丁目５
番１号

22,000 ― 22,000 0.00

株式会社リンコーコーポレ
ーション

新潟市万代5丁目11番30号 1,983,000 ― 1,983,000 0.33

みずほ信託退職給付信託リ
ンコーコーポレーション口
再信託受託者資産管理サー
ビス信託

東京都中央区晴海１丁目
８番12号晴海アイランド
トリトンスクエアオフィ
スタワーＺ棟

343,000 ― 343,000 0.05

計 ― 3,358,000 3,358,000 0.56

 

月別
平成17年 
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 759 706 664 698 751 830

最低(円) 659 603 626 626 652 705
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第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)及び「海運企業財務諸表準則」(昭和29年

運輸省告示第431号)に基づいて作成しています。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)及び「海運企業財務諸表準則」(昭和29年運輸省告

示第431号)に基づいて作成しています。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平

成16年９月30日)及び当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)の中間連結財

務諸表並びに前中間会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日)及び当中間会計期間(自

平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)の中間財務諸表について新日本監査法人により中間監査を受

けています。 
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１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結損益計算書】 

  

 

前中間連結会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(百万円)

百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高

  海運業収益及び 
  その他営業収益

413,563 100.0 454,764 100.0 828,443 100.0

Ⅱ 売上原価

  海運業費用及び 
  その他営業費用

326,443 78.9 376,070 82.7 666,099 80.4

   売上総利益 87,119 21.1 78,694 17.3 162,343 19.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 26,867 6.5 28,526 6.3 54,289 6.6

   営業利益 60,252 14.6 50,167 11.0 108,053 13.0

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 409 860 975

 ２ 受取配当金 703 750 1,055

 ３ 持分法による投資利益 229 ― 790

 ４ 為替差益 2,412 264 479

 ５ その他営業外収益 369 4,125 1.0 380 2,256 0.5 840 4,140 0.5

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 2,403 2,267 4,546

 ２ その他営業外費用 31 2,435 0.6 530 2,798 0.6 412 4,959 0.6

   経常利益 61,942 15.0 49,625 10.9 107,235 12.9

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※２ 352 2,992 1,286

 ２ 投資有価証券売却益 94 ― 269

 ３ その他特別利益 98 545 0.1 164 3,156 0.7 424 1,980 0.2

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 ※３ 81 ― 87

 ２ 減損損失 ※４ 7,037 ― 7,037

 ３ 関係会社株式売却損 ― 17 ―

 ４ その他特別損失 2,233 9,352 2.3 ― 17 0.0 6,579 13,704 1.6

   税金等調整前 
   中間(当期)純利益

53,135 12.8 52,764 11.6 95,510 11.5

   法人税、住民税 
   及び事業税

21,231 15,400 37,420

   法人税等調整額 △2,384 18,846 4.5 1,543 16,943 3.7 △3,209 34,211 4.1

   少数株主利益 739 0.2 934 0.2 1,446 0.2

   中間(当期)純利益 33,549 8.1 34,885 7.7 59,852 7.2
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② 【中間連結剰余金計算書】 

  

 

  

前中間連結会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 14,535 14,534 14,535

Ⅱ 資本剰余金減少高

  自己株式処分差損 0 0 ― ― 0 0

Ⅲ 資本剰余金 
  中間期末(期末)残高

14,534 14,534 14,534

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 66,964 117,483 66,964

Ⅱ 利益剰余金増加高

 １ 中間(当期)純利益 33,549 34,885 59,852

 ２ 連結子会社の除外に伴う 
   利益剰余金増加高

0 6 0

 ３ 土地再評価差額金の取崩 
   しによる利益剰余金増加 
   高

― 33,549 ― 34,892 0 59,853

Ⅲ 利益剰余金減少高

 １ 配当金 2,957 5,325 7,395

 ２ 役員賞与 225 336 225

 ３ 連結子会社増加に伴う
   利益剰余金減少高

1 ― 1

 ４ 自己株式処分差損 29 55 8

 ５ 土地再評価差額金の取崩 
   しによる利益剰余金減少 
   高

1,711 4,925 ― 5,716 1,704 9,334

Ⅳ 利益剰余金 
  中間期末(期末)残高

95,589 146,658 117,483
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③ 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

１ 現金及び預金 ※２ 26,268 35,705 31,831

２ 受取手形及び
営業未収金

93,254 102,404 90,121

３ 有価証券 34 21 28

４ たな卸資産 10,820 16,443 12,186

５ 繰延及び
前払費用

23,253 33,559 26,587

６ その他流動資産 20,357 32,640 27,180

７ 貸倒引当金 △1,104 △763 △863

流動資産合計 172,884 29.3 220,011 31.0 187,071 30.9

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産
※1・
2

(1) 船舶 178,193 180,959 168,947

(2) 建物及び
構築物

27,136 27,420 26,925

(3) 土地 29,212 34,718 34,144

(4) 建設仮勘定 40,880 71,398 33,763

(5) その他有形
固定資産

11,773 15,922 12,110

有形固定 
資産合計

287,196 48.7 330,419 46.6 275,891 45.6

２ 無形固定資産 6,636 1.2 6,377 0.9 6,170 1.0

３ 投資その他
の資産

(1) 投資有価証券 ※２ 86,839 113,634 89,477

(2) その他
長期資産

※２ 36,343 39,881 47,242

(3) 貸倒引当金 △498 △554 △542

投資その他 
の資産合計

122,684 20.8 152,962 21.5 136,176 22.5

固定資産合計 416,517 70.7 489,758 69.0 418,238 69.1

Ⅲ 繰延資産 42 0.0 35 0.0 21 0.0

資産合計 589,444 100.0 709,806 100.0 605,331 100.0
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前中間連結会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

１ 支払手形及び
営業未払金

68,880 86,035 66,467

２ 短期借入金 ※２ 50,860 47,226 47,670

３ コマーシャル・ 
  ペーパー

― 14,000 ―

４ 賞与引当金 2,278 2,213 2,344

５ その他流動負債 54,413 56,250 61,465

流動負債合計 176,432 30.0 205,727 29.0 177,948 29.4

Ⅱ 固定負債

１ 社債 46,000 73,000 43,000

２ 長期借入金 ※２ 149,118 128,878 135,983

３ 退職給付
引当金

12,338 11,077 11,636

４ 役員退職
慰労引当金

2,099 2,181 2,553

５ 特別修繕
引当金

10,068 12,168 11,301

６ 長期リース債務 9,293 6,142 8,251

７ その他
固定負債

20,471 35,990 24,215

固定負債合計 249,389 42.3 269,439 38.0 236,941 39.2

負債合計 425,822 72.3 475,166 67.0 414,890 68.6

(少数株主持分)

少数株主持分 8,463 1.4 10,064 1.4 9,164 1.5

(資本の部)

Ⅰ 資本金 29,689 5.0 29,689 4.2 29,689 4.9

Ⅱ 資本剰余金 14,534 2.5 14,534 2.0 14,534 2.4

Ⅲ 利益剰余金 95,589 16.2 146,658 20.6 117,483 19.4

Ⅳ 土地再評価
差額金

6,804 1.2 6,815 1.0 6,797 1.1

Ⅴ その他有価証券
評価差額金

14,920 2.5 28,289 4.0 16,642 2.7

Ⅵ 為替換算調整勘定 △5,644 △1.0 △984 △0.1 △3,110 △0.5

Ⅶ 自己株式 △734 △0.1 △428 △0.1 △761 △0.1

資本合計 155,159 26.3 224,575 31.6 181,276 29.9

負債、少数 
株主持分 
及び資本合計

589,444 100.0 709,806 100.0 605,331 100.0
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④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による
キャッシュ・フロー

税金等調整前 
中間(当期)純利益

53,135 52,764 95,510

減価償却費 11,526 12,685 23,270

償却費 693 722 1,363

減損損失 7,037 ― 7,037

退職給付引当金の減少額 △724 △559 △1,426

役員退職慰労引当金の
増減額（減少は△）

△35 △372 418

特別修繕引当金の増加額 373 789 1,651

受取利息及び受取配当金 △1,113 △1,611 △2,030

支払利息 2,403 2,267 4,546

投資有価証券等売却損益 △90 17 △368

有形固定資産売却益 △352 △2,992 △1,286

有形固定資産売却損 81 ― 87

売上債権の増加額 △18,629 △11,288 △15,559

仕入債務の増加額 7,812 19,242 5,219

たな卸資産の増加額 △1,516 △4,214 △2,902

短期資産の増加額 △2,693 △7,908 △6,397

その他 4,613 522 8,956

小計 62,521 60,065 118,090

利息及び配当金の受取額 1,147 1,585 1,977

利息の支払額 △2,399 △2,301 △4,594

法人税等の支払額 △15,898 △26,895 △26,030

営業活動による 
キャッシュ・フロー

45,371 32,454 89,443

Ⅱ 投資活動による
キャッシュ・フロー

投資有価証券等の取得
による支出

△2,213 △5,611 △3,124

投資有価証券等の売却
による収入

150 23 1,450

有形固定資産の取得 
による支出

△41,488 △57,582 △73,612

有形固定資産の売却 
による収入

16,740 4,527 47,610

その他 5,271 △184 △6,726

投資活動による 
キャッシュ・フロー

△21,540 △58,828 △34,402
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前中間連結会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅲ 財務活動による
キャッシュ・フロー

短期借入金の純増減 △11,419 △1,139 △7,781

コマーシャル・ペーパーの
純増減

― 14,000 △2,000

長期借入による収入 21,636 8,656 23,094

長期借入金返済等に係る支
出

△29,481 △17,358 △48,200

社債発行による収入 ― 29,970 ―

社債の償還による支出 ― ― △5,000

配当金の支払額 △2,963 △5,318 △7,387

少数株主への 
配当金の支払額

△62 △91 △105

その他 2 277 △49

財務活動による 
キャッシュ・フロー

△22,289 28,995 △47,428

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額

664 1,166 128

Ⅴ 現金及び現金同等物
の増減額

2,206 3,788 7,740

Ⅵ 現金及び現金同等物
の期首残高

23,127 31,497 23,127

Ⅶ 新規連結に伴う 
  現金及び現金同等物増加額

629 5 629

Ⅷ 連結除外に伴う 
  現金及び現金同等物減少高

△0 △4 △0

Ⅸ 現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

25,962 35,287 31,497

─ 30 ─



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

 イ 連結した子会社の数  184社

    主要な連結子会社名は、川

崎近海汽船㈱、川崎航空サー

ビス㈱、㈱ダイトーコーポレ

ー シ ョ ン、INTERNATIONAL 

TRANSPORTATION  SERVICE, 

INC.、“K”LINE  AMERICA, 

INC.です。

    当中間連結会計期間から、

重要性の観点より、“K”

LINE  HOLDING  (EUROPE) 

LIMITED 他10社を連結子会社

に含めました。

    なお、PEARL MARITIME     

CO., LTD. 他３社は会社清算

等により除外しました。

１ 連結の範囲に関する事項

 イ 連結した子会社の数  189社

    主要な連結子会社名は、川

崎近海汽船㈱、川崎航空サー

ビス㈱、㈱ダイトーコーポレ

ー シ ョ ン、INTERNATIONAL 

TRANSPORTATION  SERVICE, 

INC.、“K”LINE  AMERICA, 

INC.です。

    当中間連結会計期間から、

重 要 性 の 観 点 よ り

INTERNATIONAL  TERMINAL 

SERVICE OF AUGUSTA, S.R.L.

他11社を連結子会社に含めま

した。 

 なお、船舶保有会社9社は

所有船舶売却等のため、連結

の範囲から除外しました。 

１ 連結の範囲に関する事項

 イ 連結した子会社の数 186社

    主要な連結子会社名は、

「第１ 企業の概況 ４ 関係

会社の状況」に記載している

ため省略しました。

    当連結会計年度から、重要

性 の 観 点 よ り “K”LINE 

HOLDING (EUROPE) LIMITED他

15社を連結子会社に含めまし

た。 

 なお、“K”LINE  HOLDING 

LUXEMBOURG S.A.他６社は会

社清算等のため連結の範囲か

ら除外しました。 

 ロ 主要な非連結子会社の名称等

    主要な非連結子会社とし

て、物流・港運事業を営むも

のは千葉港栄㈱、その他の事

業を営むものは日東オイルア

ンドマリン㈱があります。

    なお、非連結子会社はいず

れも小規模であり、合計の総

資産、売上高、中間純損益

(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等は、

いずれも中間連結財務諸表に

重要な影響を及ぼさないた

め、連結の範囲から除いてい

ます。

 ロ 主要な非連結子会社の名称等

同左

 ロ 主要な非連結子会社の名称等

    主要な非連結子会社とし

て、物流・港運事業を営むも

のは千葉港栄㈱、その他の事

業を営むものは日東オイルア

ンドマリン㈱があります。

    なお、非連結子会社はいず

れも小規模であり、合計の総

資産、売上高、当期純利益

（持分に見合う額）及び利益

剰余金(持分に見合う額)等

は、連結財務諸表に重要な影

響を及ぼさないため、連結の

範囲から除いています。
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前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

２  持分法の適用に関する事項

 イ 持分法適用会社の数  18社

    持分法適用会社のうち非連

結子会社数は３社で、主要な

会社として芝浦海運㈱があり

ます。関連会社数は15社で、

主要な会社として㈱リンコー

コーポレーションがありま

す。

２  持分法の適用に関する事項

 イ 持分法適用会社の数  18社

同左

２  持分法の適用に関する事項

 イ 持分法適用会社の数  18社

    持分法適用会社のうち非連

結子会社数は３社で、主要な

会社として芝浦海運㈱があり

ます。関連会社数は15社で、

主要な会社として㈱リンコー

コーポレーションがありま

す。

 ロ 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社

    非連結子会社(日東オイル

アンドマリン㈱他)及び関連

会社(清水川崎運輸㈱他)はそ

れぞれ中間純損益及び利益剰

余金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重要

性がないため、持分法の適用

範囲から除外しています。

 ロ 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社

同左

 ロ 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社

    非連結子会社(日東オイル

アンドマリン㈱他)及び関連

会社(清水川崎運輸㈱他)はそ

れぞれ当期純損益及び利益剰

余金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重要

性がないため、持分法の適用

範囲から除外しています。

 ハ  持分法適用会社のうち、中

間決算日が中間連結決算日と

異なる会社については、各社

の中間会計期間に係る中間財

務諸表を使用しています。

 ハ     同左  ハ  持分法適用会社のうち、決

算日が連結決算日と異なる会

社については、各社の会計期

間に係る財務諸表を使用して

います。
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前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

   連結子会社のうち、中間決算

日が６月30日の会社は“K”

LINE AMERICA, INC.他167社、

７月31日の会社はケイライン 

アカウンティング アンド フ

ァイナンス㈱他１社、８月31日

の会社は日東タグ㈱他１社あ

り、これら各社については同日

現在の中間財務諸表を使用して

いますが、中間連結決算日との

間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行って

います。中間決算日が３月31日

の会社はSPRING WOOD NAVIERA, 

S.A.１社であり、同社について

は、中間連結決算日現在で中間

決算に準じた仮決算を行った中

間財務諸表を基礎としていま

す。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

   連結子会社のうち、中間決算

日が６月30日の会社は“K”

LINE AMERICA, INC.他171社、

７月31日の会社はケイライン

アカウンティング アンド フ

ァイナンス㈱他１社、８月31日

の会社は日東タグ㈱他１社あ

り、これら各社については同日

現在の中間財務諸表を使用して

いますが、中間連結決算日との

間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行って

います。中間決算日が３月31日

の会社はSPRING WOOD NAVIERA, 

S.A.１社であり、同社について

は、中間連結決算日現在で中間

決算に準じた仮決算を行った中

間財務諸表を基礎としていま

す。

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項

   連結子会社“K”LINE AMERICA, 

INC.他168社の決算日は12月31

日、ケイライン アカウンティ

ング アンド ファイナンス㈱

他１社の決算日は1月31日、及

び日東タグ㈱他１社の決算日は

２月28日で連結決算日と差異が

ありますが、連結財務諸表の作

成に当たっては同日現在の財務

諸表を使用しています。なお、

連結決算日との間に生じた重要

な差異については、連結上必要

な調整を行っています。決算日

が３月 31日の会社は SPRING 

WOOD  NAVIERA,  S.A.１社であ

り、同社については、連結決算

日現在で本決算に準じた仮決算

を行った財務諸表を基礎として

います。
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前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

４  会計処理基準に関する事項

 イ 重要な資産の評価基準及び評

価方法

  (1) 有価証券

    その他有価証券

      時価のあるもの

        中間決算日の市場

価格等に基づく時価

法(評価差額は、全

部資本直入法により

処理し、売却原価は

主として移動平均法

により算定)によっ

ています。

４  会計処理基準に関する事項

 イ 重要な資産の評価基準及び評

価方法

  (1) 有価証券

    その他有価証券

      時価のあるもの

同左

４  会計処理基準に関する事項

 イ 重要な資産の評価基準及び評

価方法

  (1) 有価証券

    その他有価証券

      時価のあるもの

        期末日の市場価格

等に基づく時価法

(評価差額は、全部

資本直入法により処

理し、売却原価は主

として移動平均法に

より算定)によって

います。

      時価のないもの

        主として移動平均

法に基づく原価法に

よっています。

      時価のないもの

同左

      時価のないもの

同左

  (2) たな卸資産

     主として移動平均法に基

づく原価法によっていま

す。

  (2) たな卸資産

同左

  (2) たな卸資産

同左

 ロ 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  (1) 有形固定資産

     船舶については定額法及

び定率法を各船別に選択適

用しています。その他の有

形固定資産については、主

として定率法を適用してい

ます。

     なお、耐用年数及び残存

価額については、主として

法人税法に規定する方法と

同一の基準によっていま

す。

 ロ 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  (1) 有形固定資産

同左

 ロ 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  (1) 有形固定資産

同左

  (2) 無形固定資産

     定額法によっています。

     なお、耐用年数について

は、主として法人税法に規

定する方法と同一の基準に

よっています。

     ただし、自社利用のソフ

トウェアについては、社内

における利用可能期間(５

年)に基づく定額法によっ

ています。

  (2) 無形固定資産

同左

  (2) 無形固定資産

同左

 ハ 重要な引当金の計上基準

(1)  貸倒引当金は、債権の貸

倒損失に充てるため、一般

債権については貸倒実績率

に基づき、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別

に回収可能性を勘案して計

上しています。

 ハ 重要な引当金の計上基準

(1)    同左

 ハ 重要な引当金の計上基準

(1)    同左
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前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

(2)  賞与引当金は、従業員に

支給する賞与に充てるた

め、当中間連結会計期間に

負担すべき支給見込額を計

上しています。

  (2)    同左 (2)  賞与引当金は、従業員に

支給する賞与に充てるた

め、当連結会計年度に負担

すべき支給見込額を計上し

ています。

(3)  退職給付引当金は、従業

員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当

中間連結会計期間末におい

て発生していると認められ

る額を計上しています。

数理計算上の差異は、各

連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(主

として９年)による定額法

(一部の連結子会社は定率

法)により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することと

しています。

(3)    同左 (3)  退職給付引当金は、従業

員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当

連結会計年度末において発

生していると認められる額

を計上しています。

数理計算上の差異は、各

連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(主

として９年)による定額法

(一部の連結子会社は定率

法)により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することと

しています。

(4)  役員退職慰労引当金は、

役員の退職慰労金の支出に

備えるため、当社(川崎汽

船㈱)及び一部の連結子会

社で、内規に基づく中間期

末要支給額を計上していま

す。

  (4)    同左 (4)  役員退職慰労引当金は、

役員の退職慰労金の支出に

備えるため、当社(川崎汽

船㈱)及び一部の連結子会

社で、内規に基づく期末要

支給額を計上しています。

(5)  特別修繕引当金は、船舶

の定期検査工事の支出に充

てるため、当中間連結会計

期間に負担すべき支出見積

額を計上しています。

  (5)    同左 (5)  特別修繕引当金は、船舶

の定期検査工事の支出に充

てるため、当連結会計年度

に負担すべき支出見積額を

計上しています。

 ニ 重要なリース取引の処理方法

    リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に準じた会計処理によ

っています。

 ニ 重要なリース取引の処理方法

同左

ニ 重要なリース取引の処理方法

同左
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前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 ホ 重要なヘッジ会計の方法

  (1) ヘッジ会計の方法

     繰延ヘッジ処理によって

います。なお、金利スワッ

プ取引のうち特例処理の要

件を満たすものについて

は、特例処理を採用してい

ます。また、為替予約取引

のうち振当処理の要件を満

たすものについては、振当

処理を採用しています。

  (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

   ａ  ヘッジ手段として、デ

リバティブ取引(為替予

約取引、金利スワップ取

引、通貨オプション取

引、通貨スワップ取引、

燃料油スワップ取引及び

運賃先物取引)並びに外

貨建借入金があります。

   ｂ  ヘッジ対象は、外貨建

予定取引等における為替

変動リスク及び借入金や

リース取引等における金

利変動リスク(相場変動

リスクやキャッシュ・フ

ロー変動リスク)並びに

燃料油等の価格変動リス

クです。

  (3) ヘッジ方針

当社(川崎汽船㈱)及び連

結子会社は、通常業務を遂

行する上で為替リスク、金

利リスク等の多様なリスク

に晒されており、このよう

なリスクに対処しこれを効

率的に管理する手段とし

て、デリバティブ取引及び

外貨建借入れを行っていま

す。

 ホ 重要なヘッジ会計の方法

  (1) ヘッジ会計の方法

同左

  (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

   ａ   同左

   ｂ   同左

  (3) ヘッジ方針

同左

 ホ 重要なヘッジ会計の方法

  (1) ヘッジ会計の方法

同左

  (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

   ａ   同左

   ｂ   同左

  (3) ヘッジ方針

同左

─ 36 ─



 

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

  (4) ヘッジの有効性評価の方法

     ヘッジの開始時から有効

性判定までの期間におい

て、ヘッジ対象の相場変動

又はキャッシュ・フロー変

動の累計と、ヘッジ手段の

それとを比較し、両者の変

動額等を基礎にして判断し

ています。

     なお、特例処理の要件を

満たしている金利スワップ

については、有効性の判定

を省略しています。

  (4) ヘッジの有効性評価の方法

同左

  (4) ヘッジの有効性評価の方法

同左

  (5) その他のリスク管理方法の

うちヘッジ会計に係わるも

の

     当社(川崎汽船㈱)及び連

結子会社は、金融市場等の

リスクを管理する取引につ

いては、社内規程に則って

執行・管理しています。こ

の規程はデリバティブ取引

等が本来の目的以外に使用

されたり、無制限に行われ

ることを防止すると共に、

経営機関による監視機能を

働かせることを目的として

います。

  (5) その他のリスク管理方法の

うちヘッジ会計に係わるも

の

同左

  (5) その他のリスク管理方法の

うちヘッジ会計に係わるも

の

同左

 ヘ その他の会計処理基準に関す

る事項

 

 

 

 

 

 

 

   消費税等の会計処理

    税抜方式によっています。

 ヘ その他の会計処理基準に関す

る事項

  (1) 船舶建造借入金の支払利息

の計上方法

 船舶建造借入金の建造期

間に係る支払利息について

は、建造期間が長期にわた

る船舶について取得価額に

算入しています。

 (2) 消費税等の会計処理

同左

 ヘ その他の会計処理基準に関す

る事項

 

 

 

 

 

 

 

   消費税等の会計処理

同左

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

   手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなりま

す。

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

同左

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

同左
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会計処理の変更 

  

 
  

表示方法の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 固定資産の減損に係る会計基準

   固定資産の減損に係る会計基

準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成14年８

月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 

平成15年10月31日）が平成16年

３月31日に終了する連結会計年

度に係る連結財務諸表から適用

できることになったことに伴

い、当中間連結会計期間から同

会計基準及び同適用指針を適用

しています。

   これにより、税金等調整前中

間純利益は7,037百万円減少し

ています。

   なお、減損損失累計額につい

ては、改正後の中間連結財務諸

表規則に基づき当該各資産の金

額から直接控除しています。

―――――――――――――――  固定資産の減損に係る会計基準 

 固定資産の減損に係る会計基

準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成14年８

月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号

平成15年10月31日）が平成16年

３月31日に終了する連結会計年

度に係る連結財務諸表から適用

できることになったことに伴

い、当連結会計年度から同会計

基準及び同適用指針を適用して

います。 

 これにより、税金等調整前当

期純利益は7,037百万円減少し

ています。 

 なお、減損損失累計額につい

ては、改正後の連結財務諸表規

則に基づき当該各資産の金額か

ら直接控除しています。

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

(中間連結損益計算書) 

 前中間連結会計期間において、別掲して表示していた

「貸倒引当金繰入額」（当中間連結会計期間82百万円）

を当中間連結会計期間において「その他特別損失」に含

めています。

―――――――――――――――

――――――――――――――― (中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前中間連結会計期間まで、財務活動によるキャッシ

ュ・フローの「短期借入金の純増減」に含めて表示して

おりました「コマーシャルペーパーの純増減」（前中間

連結会計期間△2,000百万円）については、当中間連結

会計期間より区分掲記しています。
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注記事項 

(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

※１ これに含まれる主要な費目及

び金額

従業員給与 12,165百万円

退職給付 
引当金繰入額

665百万円

賞与引当金 
繰入額

1,575百万円

役員退職慰労
引当金繰入額

327百万円

※１ これに含まれる主要な費目及

び金額

従業員給与 12,757百万円

退職給付
引当金繰入額

680百万円

賞与引当金
繰入額

1,599百万円

役員退職慰労
引当金繰入額

385百万円

※１ これに含まれる主要な費目及

び金額

従業員給与 25,867百万円

退職給付 
引当金繰入額

1,400百万円

賞与引当金 
繰入額

1,750百万円

役員退職慰労
引当金繰入額

675百万円

※２ 主な固定資産売却益の内容

船舶 127百万円

土地 159百万円

※２ 主な固定資産売却益の内容

船舶 2,508百万円

土地 459百万円

※２ 主な固定資産売却益の内容

船舶 359百万円

土地 862百万円

※３ 主な固定資産売却損の内容

土地 58百万円

※３ 主な固定資産売却損の内容

土地 65百万円

※４ 減損損失

   当社グループは、遊休資産等

について地価の下落等により回

収可能価額まで減額し当該減少

額7,037百万円を減損損失とし

て特別損失に計上しています。

   減損損失を認識した主要な資

産は以下の通りです。

  場所 神戸市東灘区

  種類 土地

  用途 遊休地

  減損損失 4,518百万円

   なお、回収可能価額は不動産

鑑定士による鑑定評価額に基づ

く正味売却価額を使用していま

す。

※４ 減損損失 

 当社グループは、遊休資産等

について地価の下落等により回

収可能価額まで減額し当該減少

額7,037百万円を減損損失とし

て特別損失に計上しています。 

 減損損失を認識した主要な資

産は以下の通りです。 

場所 神戸市東灘区 

種類 土地 

用途 遊休地 

減損損失 4,518百万円 

 なお、回収可能価額は不動産

鑑定士による鑑定評価額に基づ

く正味売却価額を使用していま

す。 
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(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間末
(平成16年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

281,153百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

295,900百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

281,015百万円

 

※２ 担保に供した資産

種類
期末簿価 
(百万円)

船舶 126,118

土地・建物 23,307

その他 6,765

合計 156,191

   担保を供した債務

種類
期末簿価 
(百万円)

短期借入金 16,166

長期借入金 109,250

合計 125,416

 

※２ 担保に供した資産

種類
期末簿価
(百万円)

船舶 122,287

建物及び構築物 13,244

投資有価証券 10,369

その他 5,541

合計 151,441

上記のうち投資有価証券3,682百万
円については、関係会社等の設備船
舶資金借り入れの担保目的で差し入
れたものです。

   担保を供した債務

種類
期末簿価
(百万円)

短期借入金 17,201

長期借入金 85,977

合計 103,179

 

※２ 担保に供した資産

種類
期末簿価
(百万円)

船舶 119,236

土地・建物 19,771

その他 5,266

合計 144,273

   担保を供した債務

種類
期末簿価
(百万円)

短期借入金 15,072

長期借入金 99,099

合計 105,172

 

 ３ 偶発債務

  (1) 保証債務

被保証者
保証 
金額 

(百万円)

被保証債 
務の内容

㈱ワールド流通 
センター

2,567
倉庫建設 
資金借入金

CAMARTINA 
SHIPPING INC

2,371
船舶設備資
金借入金等

PENINSULA LNG 
TRANSPORT NO.1 
LTD

1,699
船舶設備資
金借入金等

PENINSULA LNG 
TRANSPORT NO.2 
LTD

1,654
船舶設備資
金借入金等

PENINSULA LNG 
TRANSPORT NO.3 
LTD

1,247
船舶設備資
金借入金等

六甲物流㈱ 852
倉庫建設

資金借入金

その他18件 3,381
運転資金借
入金等

合計 13,773

(注) 上記保証債務の他、１社の設

備資金借入金に対する保証予

約が47百万円あります。

 

 ３ 偶発債務

  (1) 保証債務

被保証者
保証 
金額 

(百万円)

被保証債 
務の内容

㈱ワールド流通 
センター

2,361
倉庫建設 
資金借入金

PENINSULA LNG 
TRANSPORT NO.1 
LTD

2,289
船舶設備資
金借入金等

CAMARTINA  
SHIPPING INC

2,273
船舶設備資
金借入金等

PENINSULA LNG 
TRANSPORT NO.2 
LTD

1,658
船舶設備資
金借入金等

PENINSULA LNG 
TRANSPORT NO.3 
LTD

1,651
船舶設備資
金借入金等

その他20件 2,970
運転資金借
入金等

合計 13,204

 

 ３ 偶発債務

  (1) 保証債務

被保証者
保証 
金額 

(百万円)

被保証債 
務の内容

㈱ワールド流通 
センター

2,471
倉庫建設 
資金借入金

CAMARTINA 
SHIPPING INC

2,178
船舶設備資
金借入金等

PENINSULA LNG 
TRANSPORT NO.1 
LTD

1,586
船舶設備資
金借入金等

PENINSULA LNG 
TRANSPORT NO.2 
LTD

1,551
船舶設備資
金借入金等

PENINSULA LNG 
TRANSPORT NO.3 
LTD

1,544
船舶設備資
金借入金等

六甲物流㈱ 835
倉庫建設

資金借入金

その他20件 2,948
運転資金借
入金等

合計 13,116
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間末
(平成16年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日)

  (2) 連帯債務

連帯 

債務者

連帯債務他

社負担額 

(百万円)

連帯債務の 

内容

日本郵船㈱ 41,223
共有船舶相互

連帯債務

㈱商船三井 33,514 〃

飯野海運㈱ 3,655 〃

その他３件 373
共有船舶相互

連帯債務他

合計 78,767

  (2) 連帯債務

連帯 

債務者

連帯債務他

社負担額 

(百万円)

連帯債務の 

内容

日本郵船㈱ 34,640
共有船舶相互

連帯債務

㈱商船三井 28,412 〃

飯野海運㈱ 3,113 〃

その他３件 257
共有船舶相互

連帯債務他

合計 66,424

  (2) 連帯債務

連帯 

債務者

連帯債務他

社負担額 

(百万円)

連帯債務の 

内容

日本郵船㈱ 36,377
共有船舶相互

連帯債務

㈱商船三井 29,686 〃

飯野海運㈱ 3,244 〃

その他３件 340
共有船舶相互

連帯債務他

合計 69,649

４ 受取手形裏書

   譲渡高 
0百万円

４ 受取手形裏書

   譲渡高 
1百万円

４ 受取手形裏書

   譲渡高
5百万円

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

(単位：百万円)

現金及び預金勘定 26,268

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金

△306

容易に換金可能でリスクの 
僅少な有価証券

0

現金及び現金同等物 25,962

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

(単位：百万円)

現金及び預金勘定 35,705

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△418

容易に換金可能でリスクの
僅少な有価証券

0

現金及び現金同等物 35,287

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

(単位：百万円)

現金及び預金勘定 31,831

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金

△334

容易に換金可能でリスクの 
僅少な有価証券

0

現金及び現金同等物 31,497
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(リース取引関係) 

  

 

  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 (借主側)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額
その他 
有形固定 
資産(器具 
・備品) 
(百万円)

その他 
(百万円)

合計 
(百万円)

取得価額 
相当額

41,953 3,332 45,286

減価償却 
累計額 
相当額

12,551 1,676 14,228

中間期末 
残高 
相当額

29,401 1,656 31,057

 (借主側)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額
その他
有形固定
資産(器具
・備品) 
(百万円)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額
相当額

51,990 3,032 55,022

減価償却
累計額 
相当額

17,171 1,674 18,845

中間期末
残高 
相当額

34,819 1,357 36,176

 (借主側)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額
その他 
有形固定 
資産(器具 
・備品) 
(百万円)

その他 
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額
相当額

52,127 3,449 55,576

減価償却
累計額 
相当額

14,329 1,874 16,204

期末残高
相当額

37,797 1,574 39,372

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 4,647百万円

１年超 25,729

合計 30,377

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 5,717百万円

１年超 30,869

合計 36,587

② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 5,741百万円

１年超 33,938

合計 39,679

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 2,809百万円

減価償却費 
相当額

2,507

支払利息相当額 676

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 3,556百万円

減価償却費
相当額

3,221

支払利息相当額 749

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 5,811百万円

減価償却費 
相当額

4,780

支払利息相当額 1,320

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

・減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定額

法によっています。

・利息相当額の算定方法

主として、リース料総額と

リース物件の取得価額相当額

との差額を利息相当額とし、

各期への配分方法について

は、利息法によっています。

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

  ・減価償却費相当額の算定方法

同左

  ・利息相当額の算定方法

同左

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

  ・減価償却費相当額の算定方法

同左

  ・利息相当額の算定方法

同左

オペレーティング・リース取引

 未経過リース料

１年以内 15,142百万円

１年超 93,013

合計 108,155

オペレーティング・リース取引

 未経過リース料

１年以内 17,129百万円

１年超 97,851

合計 114,980

オペレーティング・リース取引

 未経過リース料

１年以内 16,799百万円

１年超 105,710

合計 122,509
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(有価証券関係) 

(前中間連結会計期間末) 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成16年９月30日) 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容(平成16年９月30日) 

  

 
  

取得原価
(百万円)

中間連結貸借
対照表計上額(百万円)

差額 
(百万円)

株式 33,917 58,058 24,140

債券

国債・地方債等 95 101 5

社債 ― ― ―

その他 13 13 △0

その他 519 479 △40

計 34,546 58,652 24,105

その他有価証券
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

非上場株式等(店頭売買株式を除く) 12,269
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(当中間連結会計期間末) 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成17年９月30日) 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容(平成17年９月30日) 

  

 
  

取得原価
(百万円)

中間連結貸借
対照表計上額(百万円)

差額 
(百万円)

株式 34,234 79,676 45,441

債券

国債・地方債等 103 109 5

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

その他 540 529 △11

計 34,879 80,314 45,435

その他有価証券
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

非上場株式等 16,452
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(前連結会計年度末) 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成17年３月31日) 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容(平成17年３月31日) 

  

 
  

(デリバティブ取引関係) 

(前中間連結会計期間) 

デリバティブ取引については、すべてヘッジ会計および特例処理を適用しているため記載を省略

しています。 

  

(当中間連結会計期間) 

デリバティブ取引については、すべて繰延ヘッジ処理、特例処理および振当処理を適用している

ため記載を省略しています。 

  

(前連結会計年度) 

デリバティブ取引については、すべて繰延ヘッジ処理、特例処理および振当処理を適用している

ため記載を省略しています。 

  

取得原価
(百万円)

連結貸借
対照表計上額(百万円)

差額 
(百万円)

株式 34,215 61,080 26,865

債券

国債・地方債等 95 102 6

社債 ― ― ―

その他 7 6 △0

その他 540 505 △34

計 34,858 61,695 26,837

その他有価証券
連結貸借対照表計上額

(百万円)

非上場株式等 11,589
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

  

 
  

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

 
  

海運業 
(百万円)

物流・港運
事業 

(百万円)

その他の
事業 

(百万円)
計(百万円)

消去又は 
全社(百万円)

連結(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

358,526 48,659 6,377 413,563 ― 413,563

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,645 26,719 4,578 32,943 (32,943) ―

計 360,171 75,379 10,956 446,506 (32,943) 413,563

営業費用 305,362 70,597 10,380 386,340 (33,028) 353,311

営業利益 54,809 4,781 575 60,166 85 60,252

海運業 
(百万円)

物流・港運
事業 

(百万円)

その他の
事業 

(百万円)
計(百万円)

消去又は 
全社(百万円)

連結(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

393,356 52,545 8,861 454,764 ― 454,764

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

3,205 22,630 14,565 40,402 (40,402) ―

計 396,562 75,176 23,427 495,166 (40,402) 454,764

営業費用 352,475 70,286 22,418 445,180 (40,583) 404,597

営業利益 44,087 4,889 1,008 49,985 181 50,167
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前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

 
  

  

(注) イ 事業区分の方法 

日本標準産業分類を基準に、役務の種類・性質及び類似性を考慮して区分しています。 

ロ 各区分に属する主要な事業 

 
  

ハ 事業区分の方法の変更 

日本標準産業分類を基準に、役務の種類・性質及び類似性を考慮して事業の種類を区分していますが、より

実態を反映するために、主として、複数セグメントに係る事業を営んでいる会社の事業区分の見直しを行い

ました。 

その結果、当中間連結会計期間より、従来、「海運業」および「物流・港運事業」に含まれていた船舶管理

業を「その他の事業」に含めて表示することに変更し、併せて、従来、「その他の事業」に含まれていた道

路貨物運送業を「物流・港運事業」に含めて表示することに変更しました。 

なお、前中間連結会計期間のセグメント情報を、当中間連結会計期間において用いた事業区分の方法により

区分すると、次のようになります。 

  

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

  

海運業 
(百万円)

物流・港運
事業 

(百万円)

その他の
事業 

(百万円)
計(百万円)

消去又は 
全社(百万円)

連結(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

713,960 101,709 12,773 828,443 ― 828,443

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

3,320 55,143 9,549 68,013 (68,013) ―

計 717,281 156,853 22,322 896,457 (68,013) 828,443

営業費用 619,473 147,988 21,239 788,701 (68,311) 720,389

営業利益 97,807 8,864 1,082 107,755 298 108,053

事業区分 主要な事業

海運業 外航海運業、内航海運業、船舶貸渡業

物流・港運事業
船舶代理店業、港湾サービス業、航空運送代理店業、道路貨物運送
業

その他の事業 船舶管理業、不動産賃貸管理業

海運業 
(百万円)

物流・港運
事業 

(百万円)

その他の
事業 

(百万円)
計(百万円)

消去又は 
全社(百万円)

連結(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

358,325 46,340 8,897 413,563 ― 413,563

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

3,140 23,245 12,677 39,063 (39,063) ―

計 361,466 69,585 21,574 452,626 (39,063) 413,563

営業費用 306,448 64,690 21,309 392,448 (39,137) 353,311

営業利益 55,017 4,894 265 60,178 74 60,252
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【所在地別セグメント情報】 

  

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

  

 
  

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

 
  

日本

(百万円)

北米

(百万円)

欧州

(百万円)

アジア

(百万円)

その他の
地域 

(百万円)

計

(百万円)

消去又は
全社 

(百万円)

連結

(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

389,334 8,049 4,621 11,558 0 413,563 ― 413,563

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,197 9,774 2,464 6,080 389 20,907 (20,907) ―

計 391,532 17,823 7,085 17,639 389 434,471 (20,907) 413,563

営業費用 336,862 17,432 6,590 13,124 362 374,372 (21,061) 353,311

営業利益 54,669 391 495 4,514 26 60,098 153 60,252

日本

(百万円)

北米

(百万円)

欧州

(百万円)

アジア

(百万円)

その他の
地域 

(百万円)

計

(百万円)

消去又は
全社 

(百万円)

連結

(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

419,993 12,363 5,326 16,965 116 454,764 ― 454,764

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

3,988 10,065 2,630 5,136 411 22,231 (22,231) ―

計 423,981 22,428 7,956 22,101 527 476,995 (22,231) 454,764

営業費用 382,194 21,757 7,221 15,368 472 427,013 (22,416) 404,597

営業利益 41,787 671 735 6,733 54 49,982 184 50,167
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前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

 
  

(注) イ 国又は地域の区分は地理的近接度によっています。 

ロ 本邦以外の各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………アメリカ合衆国、カナダ 

(2) 欧州………………イギリス、ドイツ、オランダ、フランス 

(3) アジア……………香港、シンガポール、タイ、インドネシア、韓国、マレーシア 

(4) その他の地域……オーストラリア 

  

日本

(百万円)

北米

(百万円)

欧州

(百万円)

アジア

(百万円)

その他の
地域 

(百万円)

計

(百万円)

消去又は
全社 

(百万円)

連結

(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

772,720 18,840 9,820 27,062 0 828,443 ― 828,443

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

6,761 19,432 4,988 12,546 920 44,649 (44,649) ―

計 779,481 38,272 14,808 39,609 920 873,093 (44,649) 828,443

営業費用 681,703 38,611 14,339 30,058 775 765,488 (45,099) 720,389

営業利益（または営業損失） 97,777  (338) 469 9,550 144 107,604 449 108,053
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【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 
  

 
  

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 
  

 
  

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 
  

 
  

(注) イ 海外売上高は、当社及び本国に所在する連結子会社の外航海運業収益及び本国以外の国に所在する連結子会

社の売上高の合計額(ただし、連結会社間の内部売上高を除く。)です。 

ロ 地域の区分は、地理的近接度によっています。 

ハ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………アメリカ合衆国、カナダ 

(2) 欧州………………イギリス、ドイツ、オランダ、フランス 

(3) アジア……………東南アジア、中近東、中華人民共和国、インド 

(4) オセアニア………………オーストラリア 

(5) その他の地域……中南米、アフリカ 

   ニ 海外売上高の区分方法の変更 

従来、コンテナ船に係る運賃については、貨物の積地／揚地が多地域にわたる為、航路別に把握し、当該航

路の主たる仕向地の属する「国又は地域」（北米航路については「北米」、欧州航路については「欧州」

等）に含めて表示していましたが、当中間連結会計期間より、各航路について往航／復航を区別し、それら

の主たる仕向地の属する「国又は地域」に含めて表示することに変更しました。 

なお、前年同期の海外売上高を、当中間連結会計期間において用いた方法により区分すると、次のようにな

ります。 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 
  

 
  

北米 欧州 アジア オセアニア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 120,682 75,678 70,088 48,449 27,845 342,744

Ⅱ 連結売上高(百万円) 413,563

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

29.2 18.3 17.0 11.7 6.7 82.9

北米 欧州 アジア オセアニア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 123,455 78,252 100,935 50,878 32,314 385,836

Ⅱ 連結売上高(百万円) 454,764

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

27.1 17.2 22.2 11.2 7.1 84.8

北米 欧州 アジア オセアニア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 232,641 151,552 149,100 95,154 57,784 686,233

Ⅱ 連結売上高(百万円) 828,443

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

28.1 18.3 18.0 11.5 6.9 82.8

北米 欧州 アジア オセアニア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 111,231 65,656 90,713 47,754 27,388 342,744

Ⅱ 連結売上高(百万円) 413,563

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

26.9 15.9 21.9 11.6 6.6 82.9
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(１株当たり情報) 

  

 
(注) １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１株当たり純資産額 262円47銭 １株当たり純資産額 379円16銭 １株当たり純資産額 306円06銭

１株当たり中間純利益 56円76銭 １株当たり中間純利益 58円97銭 １株当たり当期純利益 100円70銭

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益

52円82銭
潜在株式調整後
１株当たり中間純利益

52円06銭
潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

93円69銭

項目

前中間連結会計期間

(自 平成16年４月１日

至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日)

前連結会計年度

(自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益

中間連結損益計算書（連結損益計算書）上の中間

（当期）純利益（百万円）
33,549 34,885 59,852

普通株式に係る中間(当期)純利益 

（百万円）
33,549 34,885 59,518

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― 334

（うち利益処分による役員賞与金）（百万円） ― ― (334)

普通株式の期中平均株式数（千株） 591,021 591,537 591,074

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益

中間（当期）純利益調整額（百万円） △0 △0 △0

（うち連結子会社の潜在株式による調整額）

（百万円）
(△0) (△0) (△0)

普通株式増加数（千株） 44,113 78,513 44,143

（うち新株予約権(ストックオプション)）

               （千株）
(1,256) (1,175) (1,286)

（うち新株予約権付社債）（千株） (42,857) (77,338) (42,857)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり中間（当期)純利益の算定に含まれなかった

潜在株式の概要

― ― ―
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(重要な後発事象) 

  

 
  

  

  

  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当社（川崎汽船㈱）は、平成16年

11月26日、下記のとおり連結子会社

（特定子会社）の解散および清算を

決定しました。

子会社の名称 ：

“K”LINE HOLDING LUXEMBOURG S.A.

資本の額   ： US$42,500,000

事業の内容  ：

海外グループ会社への出資、貸付

議決権所有割合： 100％

清算の時期  ：

平成17年３月31日（予定）

清算損失見込額： 31億円

清算の理由  ：

“K”LINE  HOLDING  LUXEMBOURG 

S.A.は当社（川崎汽船㈱）海外グル

ープ会社への出資並びに貸付を主要

な業務として当社100％出資の金融

持株業子会社として1973年（昭和48

年）にルクセンブルグに設立されま

したが、当社（川崎汽船㈱）は近年

における金融の規制緩和を背景に、

海外の金融子会社をはじめグループ

金融機能の見直し、合理化を図って

おり、その一環として同社を解散、

清算することを決定しました。な

お、当該連結子会社の清算が当社グ

ループの営業活動等へ及ぼす重要な

影響はありません。

 ――――――――――――――― 連結財務諸表提出会社において、平

成17年3月15日開催の取締役会決議

に基づき、2013年満期ユーロ円建転

換社債型新株予約権付社債を平成17

年4月4日に発行しました。 

１．本社債の発行総額 

  30,000百万円

２．本社債の発行価額  

本社債の額面金額の100％（各

本社債額面金額1百万円）

３．本社債の利率  

    本社債には利息は付さない。

４．本新株予約権の発行価額 

    無償とする。  

５．本社債の償還方法及び期限  

平成25年4月4日（償還期限）に

本社債の額面金額の100％で償

還する。

６．本新株予約権に関する事項

（1）新株予約権の目的である株式  

 の種類及び数

 種類 ：  普通株式 

 数  ：  35,252,643株

（2）発行する新株予約権の総数

 30,000個

（3）新株予約権の行使により株式  

 を発行する場合の株式の発行  

 価額及び資本組入額

   発行価額   ：  851円 

   資本組入額 ：  426円

（4）新株予約権の行使請求期間

平成17年4月18日から平成25年

3月21日の営業終了時（行使請

求地時間）までとする。  

７．資金の使途

新造船のための資金調達に関 

して使用する予定です。 
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(2) 【その他】 

該当事項はありません。 
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２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 海運業収益 331,523 100.0 362,411 100.0 657,750 100.0

Ⅱ 海運業費用 ※１ 276,211 83.3 320,052 88.3 558,947 85.0

海運業利益 55,312 16.7 42,359 11.7 98,803 15.0

Ⅲ その他事業収益 451 0.1 512 0.2 949 0.2

Ⅳ その他事業費用 ※１ 349 0.1 242 0.1 650 0.1

その他事業利益 102 0.0 270 0.1 299 0.1

営業総利益 55,414 16.7 42,629 11.8 99,102 15.1

Ⅴ 一般管理費 ※１ 7,077 2.1 7,492 2.1 13,814 2.1

営業利益 48,336 14.6 35,136 9.7 85,288 13.0

Ⅵ 営業外収益 ※２ 2,820 0.9 1,751 0.5 3,902 0.6

Ⅶ 営業外費用 ※３ 1,170 0.4 1,035 0.3 2,316 0.4

経常利益 49,987 15.1 35,853 9.9 86,873 13.2

Ⅷ 特別利益 2 0.0 508 0.1 268 0.1

Ⅸ 特別損失
※4・
5

6,320 1.9 2 0.0 8,989 1.4

税引前中間(当期)
純利益

43,669 13.2 36,359 10.0 78,152 11.9

法人税、住民税 
及び事業税

18,472 12,759 31,790

法人税等調整額 △1,981 16,490 5.0 822 13,581 3.7 △2,649 29,140 4.4

中間(当期)純利益 27,178 8.2 22,777 6.3 49,012 7.5

前期繰越利益 535 563 535

土地再評価差額金
取崩額

△1,710 ― △1,704

  自己株式処分差損 29 55 37

中間配当額 ― ― 4,437

中間(当期) 
未処分利益

25,973 23,285 43,367
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② 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間会計期間末

(平成17年９月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表 

(平成17年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

１ 現金・預金 5,881 6,512 6,752

２ 海運業未収金 67,891 75,161 63,952

   ３ 短期貸付金 ― 24,644 19,421

４ 貯蔵品 8,701 13,749 10,027

５ 繰延及び
  前払費用

22,273 32,615 25,681

６ その他 23,331 19,607 18,612

７ 貸倒引当金 △421 △305 △357

流動資産合計 127,658 34.8 171,985 36.7 144,091 38.3

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産

(1) 船舶
※1・
2

45,038 40,714 42,833

(2) 土地 ※２ 18,616 22,657 22,147

(3) その他
※1・
2

5,869 10,156 5,670

有形固定資産合
計

69,524 73,528 70,651

２ 無形固定資産 2,962 2,077 2,227

３ 投資その他
  の資産

(1) 投資有
    価証券

※２ 65,833 90,469 67,801

(2) 関係会社
     株式

※２ 36,565 34,208 33,886

 (3) 長期貸付 
     金

53,653 79,692 46,025

(4) その他 11,348 17,191 12,400

(5) 貸倒引当
     金

△761 △756 △760

投資その他の資
産合計

166,639 220,804 159,353

固定資産合計 239,127 65.2 296,411 63.3 232,231 61.7

Ⅲ 繰延資産

社債発行費 42 35 21

繰延資産合計 42 0.0 35 0.0 21 0.0

資産合計 366,828 100.0 468,432 100.0 376,344 100.0
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前中間会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間会計期間末

(平成17年９月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表 

(平成17年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

１ 海運業未払金 55,094 72,530 57,025

２ 社債短期償還金 5,000 3,000 3,000

３ 短期借入金 ※２ 29,255 23,927 26,311

４ コマーシャル
・ペーパー

― 14,000 ―

５ 未払法人税等 19,135 13,827 24,337

６ 前受金 13,014 15,082 12,858

７ 賞与引当金 961 1,093 1,189

８ その他 13,087 20,071 12,173

流動負債合計 135,548 37.0 163,532 34.9 136,897 36.4

Ⅱ 固定負債

１ 社債 46,000 73,000 43,000

２ 長期借入金 ※２ 44,109 29,297 36,109

３ 退職給付引当金 1,614 953 1,094

４ 役員退職慰労
引当金

1,393 1,194 1,548

５ 特別修繕引当金 1,119 804 1,331

６ その他 12,813 28,000 13,345

固定負債合計 107,050 29.1 133,250 28.5 96,428 25.6

負債合計 242,598 66.1 296,782 63.4 233,326 62.0
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前中間会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間会計期間末

(平成17年９月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表 

(平成17年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資本の部)

Ⅰ 資本金 29,689 8.1 29,689 6.3 29,689 7.9

Ⅱ 資本剰余金

  資本準備金 14,534 14,534 14,534

資本剰余金合計 14,534 4.0 14,534 3.1 14,534 3.9

Ⅲ 利益剰余金

１ 利益準備金 2,540 2,540 2,540

２ 任意積立金 33,557 70,831 33,557

３ 中間(当期) 
  未処分利益

25,973 23,285 43,367

利益剰余金合計 62,071 16.9 96,658 20.6 79,465 21.1

Ⅳ 土地再評価差額金 4,726 1.3 4,720 1.0 4,720 1.2

Ⅴ その他有価証券
評価差額金

13,827 3.8 26,377 5.6 15,271 4.1

Ⅵ 自己株式 △620 △0.2 △331 △0.0 △664 △0.2

資本合計 124,229 33.9 171,649 36.6 143,018 38.0

負債資本合計 366,828 100.0 468,432 100.0 376,344 100.0
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

  ① 子会社株式及び関連会社株

式

    移動平均法に基づく原価法

によっています。

  ② その他有価証券

    時価のあるもの

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額

は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定)によってい

ます。

    時価のないもの

     移動平均法に基づく原価

法によっています。

(2) たな卸資産

 移動平均法に基づく原価法に

よっています。

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

  ① 子会社株式及び関連会社株

式

同左

  ② その他有価証券

    時価のあるもの

同左

    時価のないもの

同左

(2) たな卸資産

同左

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

  ① 子会社株式及び関連会社株

式

同左

  ② その他有価証券

    時価のあるもの

 期末日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全

部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定)によっていま

す。

    時価のないもの

同左

(2) たな卸資産

同左

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

   船舶

    定額法によっています。

   その他有形固定資産

    定率法。ただし、平成10年

４月１日以降取得した建物

(建物附属設備は除く)につい

ては、定額法によっていま

す。

    なお、耐用年数及び残存価

額については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によ

っています。

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

   船舶

同左

   その他有形固定資産

同左

同左

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

   船舶

同左

   その他有形固定資産

同左

同左

 (2) 無形固定資産

   定額法によっています。

   なお、耐用年数については、

法人税法に規定する方法と同一

の基準によっています。

   ただし、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内における

利用可能期間(５年)に基づく定

額法によっています。

 (2) 無形固定資産

同左

 (2) 無形固定資産

同左

３ 繰延資産の処理方法

  社債発行費は、商法施行規則の

規定により３年間で毎期均等額を

償却しています。

３ 繰延資産の処理方法

同左

３ 繰延資産の処理方法

同左

─ 58 ─



 
  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

４ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

   債権の貸倒損失に充てるた

め、一般債権については貸倒実

績率に基づき、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回

収可能性を勘案して計上してい

ます。

４ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左

４ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左

 (2) 賞与引当金

   従業員に支給する賞与に充て

るため、当中間会計期間に負担

すべき支給見込額を計上してい

ます。

 (2) 賞与引当金

同左

 (2) 賞与引当金

   従業員に支給する賞与に充て

るため、当事業年度に負担すべ

き支給見込額を計上していま

す。

 (3) 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しています。

   数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数(９年)による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理すること

としています。

 (3) 退職給付引当金

同左

 (3) 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当事業年度末におい

て発生していると認められる額

を計上しています。

   数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数(９年)による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理すること

としています。

 (4) 役員退職慰労引当金

   役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく中間期

末要支給額を計上しています。

 (4) 役員退職慰労引当金

同左

 (4) 役員退職慰労引当金

   役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しています。

 (5) 特別修繕引当金

   船舶の定期検査工事の支出に

充てるため、当中間会計期間に

負担すべき支出見積額を計上し

ています。

 (5) 特別修繕引当金

同左

 (5) 特別修繕引当金

   船舶の定期検査工事の支出に

充てるため、当事業年度に負担

すべき支出見積額を計上してい

ます。

５ リース取引の処理方法

  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に準じた会

計処理によっています。

５ リース取引の処理方法

同左

５ リース取引の処理方法

同左
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前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

６ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

 繰延ヘッジ処理によっていま

す。なお、金利スワップ取引の

うち特例処理の要件を満たすも

のについては、特例処理を採用

しています。また、為替予約取

引のうち振当処理の要件を満た

すものについては、振当処理を

採用しています。

６ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

同左

６ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

同左

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

  ・ヘッジ手段

   デリバティブ取引(為替

   予約取引、金利スワップ取

引、通貨オプション取引、

     通貨スワップ取引、燃料油

     スワップ取引、運賃先物取

引)並びに外貨建借入金

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

同左

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

同左

  ・ヘッジ対象

        外貨建予定取引等におけ

   る為替変動リスク及び借入金

やリース取引等における金利

変動リスク(相場変動リスク

   やキャッシュ・フロー変動リ

   スク)並びに燃料油等の価格

変動リスク        

・ヘッジ対象

同左

・ヘッジ対象

同左

 (3) ヘッジ方針

当社は通常業務を遂行する上

で為替リスク、金利リスク等の

多様なリスクに晒されており、

このようなリスクに対処しこれ

を効率的に管理する手段とし

て、デリバティブ取引及び外貨

建借入れを行っています。

 (3) ヘッジ方針

同左

 (3) ヘッジ方針

同左

 (4) ヘッジの有効性評価の方法

   ヘッジの開始時から有効性判

定までの期間において、ヘッジ

対象の相場変動又はキャッシ

ュ・フロー変動の累計と、ヘッ

ジ手段のそれとを比較し、両者

の変動額等を基礎にして判断し

ています。なお、特例処理の要

件を満たしている金利スワップ

については、有効性の判定を省

略しています。

 (4) ヘッジの有効性評価の方法

同左

 (4) ヘッジの有効性評価の方法

同左
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前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 (5) その他リスク管理方法のうち

ヘッジ会計に係るもの

   当社は金融市場等のリスクを

管理する取引については、社内

規程に則って執行・管理してい

ます。この規程はデリバティブ

取引等が本来の目的以外に使用

されたり、無制限に行われるこ

とを防止すると共に、経営機関

による監視機能を働かせること

を目的としています。

 (5) その他リスク管理方法のうち

ヘッジ会計に係るもの

同左

 (5) その他リスク管理方法のうち

ヘッジ会計に係るもの

同左

７ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

 (1) 海運業収益、海運業費用の計

上方法

   航海完了基準。ただし、コン

テナ船については積切出港基準

を採用しています。

７ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

 (1) 海運業収益、海運業費用の計

上方法

同左

７ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

 (1) 海運業収益、海運業費用の計

上方法

同左

 (2) 船舶建造借入金の支払利息の

計上方法

   船舶建造借入金の建造期間に

係る支払利息については、建造

期間が長期にわたる船舶につい

て取得価額に算入しています。

当中間会計期間に取得価額に算

入した支払利息はありません。

 (2) 船舶建造借入金の支払利息の

計上方法

   船舶建造借入金の建造期間に

係る支払利息については、建造

期間が長期にわたる船舶につい

て取得価額に算入しています。

 (2) 船舶建造借入金の支払利息の

計上方法

   船舶建造借入金の建造期間に

係る支払利息については、建造

期間が長期にわたる船舶につい

て取得価額に算入しています。

当事業年度に取得価額に算入し

た支払利息はありません。

 (3) 消費税等の会計処理

   消費税等の会計処理は税抜方

式によっています。なお、当中

間会計期間における仕入等に係

る消費税等は流動資産「その

他」に、また売上等に係る消費

税等は流動負債「その他」に、

それぞれ含めて表示していま

す。

 (3) 消費税等の会計処理

同左

 (3) 消費税等の会計処理

   消費税等の会計処理は税抜方

式によっています。
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会計処理の変更 

  

 
  

表示方法の変更 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 固定資産の減損に係る会計基準

  固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会 平成14年8月9

日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第6号 平成

15年10月31日）が平成16年3月31

日に終了する事業年度に係る財

務諸表から適用できることにな

ったことに伴い、当中間会計期

間から同会計基準及び同適用指

針を適用しています。

これにより税引前中間純利益

は4,684百万円減少しています。

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規

則に基づき各資産の金額から直

接控除しています。

―――――――――――――――  固定資産の減損に係る会計基準

  固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会 平成14年8月9

日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第6号 平成

15年10月31日）が平成16年3月31

日に終了する事業年度に係る財

務諸表から適用できることにな

ったことに伴い、当事業年度か

ら同会計基準及び同適用指針を

適用しています。

これにより税引前当期純利益

は4,684百万円減少しています。

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に

基づき各資産の金額から直接控

除しています。

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

「未払法人税等」は前中間会計期間まで流動負債の「そ

の他」に含めて表示していましたが、当中間会計期間末

において区分表示しています。なお、前中間会計期間末

における金額は8,792百万円です。

「短期貸付金」は前中間会計期間まで流動資産の「その

他」に含めて表示していましたが、当中間会計期間末に

おいて区分表示しています。なお、前中間会計期間末に

おける金額は7,404百万円です。
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注記事項 

(中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

※１減価償却実施額

有形固定資産  2,500百万円

無形固定資産   400百万円

※１減価償却実施額

有形固定資産   2,641百万円

無形固定資産    422百万円

※１減価償却実施額

有形固定資産   5,168百万円

無形固定資産    807百万円

※２営業外収益のうち重要なもの

 受取利息     340百万円

受取配当金    648百万円

為替差益    1,730百万円

※２営業外収益のうち重要なもの

受取利息     587百万円

受取配当金   1,073百万円

※２営業外収益のうち重要なもの

 受取利息     749百万円

受取配当金   2,360百万円

  為替差益     511百万円

※３営業外費用のうち重要なもの

支払利息     967百万円

社債利息     159百万円

※３営業外費用のうち重要なもの

支払利息     791百万円

社債利息     109百万円

※３営業外費用のうち重要なもの

 支払利息    1,776百万円

社債利息     316百万円

※４特別損失のうち重要なもの

   固定資産除却損

    909百万円

   関係会社株式評価損

283百万円

   減損損失

4,684百万円

※４特別損失のうち重要なもの

 関係会社清算損

2,621百万円

 減損損失

4,684百万円

※５減損損失

当社は、遊休資産等について

地価の下落等により回収可能価

額まで減額し当該減少額4,684

百万円を減損損失として特別損

失に計上しています。

   減損損失を認識した主要な資

産は以下の通りです。

  場所   神戸市東灘区

  種類   土地

  用途   遊休地

  減損損失 4,518百万円

  なお、回収可能価額は不動

産鑑定士による鑑定評価額に

基づく正味売却価額を使用し

ています。

※５減損損失

当社は、遊休資産等について

地価の下落等により回収可能価

額まで減額し当該減少額4,684

百万円を減損損失として特別損

失に計上しています。

   減損損失を認識した主要な資

産は以下の通りです。

  場所   神戸市東灘区

  種類   土地

  用途   遊休地

  減損損失 4,518百万円

  なお、回収可能価額は不動

産鑑定士による鑑定評価額に

基づく正味売却価額を使用し

ています。
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(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間会計期間末
(平成16年９月30日)

当中間会計期間末
(平成17年９月30日)

前事業年度末
(平成17年３月31日)

※１有形固定資産の減価償却累計額

113,056百万円

※１有形固定資産の減価償却累計額

112,218百万円

※１有形固定資産の減価償却累計額

109,565百万円

 

※２担保に供した資産

種類
期末簿価 
(百万円)

船舶 42,981

土地・建物 6,119

投資有価証券 4,185

合計 53,286

上記のうち投資有価証券 4,185百万
円については、船舶設備資金調達に
付帯する将来の通貨スワップ精算金
の担保目的で差し入れたもので、中
間期末現在対応債務は存在しませ
ん。
    担保を供した債務

 

※２担保に供した資産

種類
期末簿価
(百万円)

船舶 38,104

土地 407

投資有価証券 6,503

関係会社株式 3,554

合計 48,569

上記のうち投資有価証券 6,503百万
円及び関係会社株式3,554百万円に
ついては、関係会社等の船舶設備資
金借入及び通貨スワップ精算金の担
保目的で差し入れたものです。

    担保を供した債務

 

※２担保に供した資産

種類
期末簿価
(百万円)

船舶 40,920

土地・建物 2,126

投資有価証券 4,361

合計 47,408

上記のうち投資有価証券 4,361百
万円については、船舶設備資金調達
に付帯する将来の通貨スワップ精算
金の担保目的で差し入れたもので、
期末現在対応債務は存在しません。

   担保を供した債務

 

種類
期末簿価 
(百万円)

短期借入金 4,715

長期借入金 23,475

合計 28,190
 

種類
期末簿価
(百万円)

短期借入金 4,700

長期借入金 19,060

合計 23,760
 

種類
期末簿価
(百万円)

短期借入金 4,564

長期借入金 20,724

合計 25,288

 
 

 ３ 偶発債務

  (1) 保証債務

被保証者
保証 
金額 

(百万円)

ISUZUGAWA SHIPPING S.A. 5,067

ST.PAUL MARITIME 
CORPORATION

3,140

MANEL SHIPPING CO.,LTD. 2,873

SHENANDOAH MARITIME 
S.A.

2,815

PINOS MARITIME S.A. 2,617

CAMARTINA SHIPPING INC. 2,371

CARFEEDER MARITIME 
LIMITED

2,147

CAPE FUTURE SHIPPING 
S.A.

1,776

その他9件 7,716

合計 30,525

船舶設備資金借入金ほか

 ３ 偶発債務

  (1) 保証債務

被保証者
保証 
金額 

(百万円)

被保証債 
務の内容

*ISUZUGAWA 
SHIPPING S.A.

4,661
船舶設備資
金借入金

*ST.PAUL MARITIME 
CORPORATION

2,835
船舶設備資
金借入金

*MANEL SHIPPING 
CO.,LTD.

2,679
船舶設備資
金借入金

*SHENANDOAH 
MARITIME S.A.

2,559
船舶設備資
金借入金

*NKK0239 SHIPPING 
S.A.

2,300
船舶設備資
金借入金

PENINSULA LNG 
TRANSPORT NO.1

2,289
船舶設備資
金借入金ほ
か

CAMARTINA 
SHIPPING INC.

2,273
船舶設備資
金借入金ほ
か

*PINOS MARITIME 
S.A.

2,000
船舶設備資
金借入金

*CARFEEDER 
MARITIME LIMITED

1,940
船舶設備資
金借入金

その他10件 7,646
船舶設備資
金借入金ほ
か

合計 31,186

 
 

 ３ 偶発債務

  (1) 保証債務

被保証者
保証 
金額 

(百万円)

被保証債 
務の内容

*ISUZUGAWA 
SHIPPING S.A.

4,864
船舶設備資
金借入金

*ST.PAUL MARITIME 
CORPORATION

2,987
船舶設備資
金借入金

*MANEL SHIPPING 
CO.,LTD.

2,778
船舶設備資
金借入金

*SHENANDOAH 
MARITIME S.A.

2,687
船舶設備資
金借入金

*NKK0239 SHIPPING 
S.A.

2,380
船舶設備資
金借入金

CAMARTINA 
SHIPPING INC.

2,178
船舶設備資
金借入金

*PINOS MARITIME 
S.A.

2,096
船舶設備資
金借入金

*CARFEEDER 
MARITIME LIMITED

2,044
船舶設備資
金借入金

その他10件 8,749
船舶設備資
金借入金ほ
か

合計 30,765

(注) 上記(*)印および「その他10
件」のうち1件は、便宜置籍国
に所在する船舶保有子会社から
当社が定期用船している船舶に
係わる設備資金の借入等に対す
るものであり、総額は20,617百
万円です。

(注) 上記(*)印および「その他10
件」のうち4件は、便宜置籍国
に所在する船舶保有子会社から
当社が定期用船している船舶に
係わる設備資金の借入等に対す
るものであり、総額は26,228百
万円です。
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前中間会計期間末
(平成16年９月30日)

当中間会計期間末
(平成17年９月30日)

前事業年度末
(平成17年３月31日)

 

  (2) 保証予約等

被保証者
保証予約 
金額 

(百万円)

“K”LINE PTE LTD 8,491

*SIBONEY MARITIME S.A. 6,952

*GALAXY NAVIERA MARITIME 
S.A.

5,837

*PINOS MARITIME S.A. 4,361

*RIVER GAS TRANSPORT 
S.A.

3,823

*CANOPUS MARITIME 
CO.,LTD.

3,073

*PALOMA SHIPPING 
CO.,LTD.

2,841

*HELIOS SHIPPING 
CO.,LTD.

2,820

*MANEL SHIPPING CO.,LTD. 2,727

*ISUZUGAWA SHIPPING S.A. 2,564

*CROCUS SHIPPING S.A. 2,504

*DAISY SHIPPING CO.,LTD. 2,380

その他25件 19,310

合計 67,687

船舶設備資金借入金ほか

  (2) 保証予約等

被保証者
保証予約
金額 

(百万円)

被保証予約
等の内容

*SIBONEY MARITIME 
S.A.

6,419
船舶設備資
金借入金ほ
か

“K”LINE PTE LTD 5,917
船舶設備資
金借入金ほ
か

*GALAXY NAVIERA 
MARITIME S.A.

5,224
船舶設備資
金借入金

“K”LINE BULK 
SHIPPING (UK) 
LIMITED

4,524
船舶設備資
金借入金

*PINOS MARITIME 
S.A.

4,082
船舶設備資
金借入金

*RIVER GAS 
TRANSPORT S.A.

3,346
船舶設備資
金借入金

INTERNATIONAL 
TRANSPORTATION 
SERVICE,INC.

3,169
設備資金借
入金

*CANOPUS MARITIME 
CO.,LTD.

2,772
船舶設備資
金借入金

*PALOMA SHIPPING 
CO.,LTD.

2,586
船舶設備資
金借入金

*HELIOS SHIPPING 
CO.,LTD.

2,512
船舶設備資
金借入金

*MANEL SHIPPING 
CO.,LTD.

2,460
船舶設備資
金借入金

*ISUZUGAWA 
SHIPPING S.A.

2,412
船舶設備資
金借入金

*CROCUS SHIPPING 
S.A.

2,298
船舶設備資
金借入金

その他23件 20,683
船舶設備資
金借入金ほ
か

合計 68,410

  (2) 保証予約等

被保証者
保証予約 
金額 

(百万円)

被保証予約
等の内容

“K”LINE PTE LTD 8,038
船舶設備資
金借入金ほ
か

*SIBONEY MARITIME 
S.A.

6,520
船舶設備資
金借入金

*GALAXY NAVIERA 
MARITIME S.A.

5,531
船舶設備資
金借入金

“K”LINE BULK 
SHIPPING (UK) 
LIMITED

4,700
船舶設備資
金借入金

*PINOS MARITIME 
S.A.

4,221
船舶設備資
金借入金

INTERNATIONAL 
TRANSPORTATION 
SERVICE,INC.

3,812
設備資金借
入金

*RIVER GAS 
TRANSPORT S.A.

3,586
船舶設備資
金借入金

*CANOPUS MARITIME 
CO.,LTD.

2,922
船舶設備資
金借入金

*PALOMA SHIPPING 
CO.,LTD.

2,600
船舶設備資
金借入金

*HELIOS SHIPPING 
CO.,LTD.

2,555
船舶設備資
金借入金

*MANEL SHIPPING 
CO.,LTD.

2,488
船舶設備資
金借入金

*ISUZUGAWA 
SHIPPING S.A.

2,488
船舶設備資
金借入金

*CROCUS SHIPPING 
S.A.

2,303
船舶設備資
金借入金

その他23件 21,044
船舶設備資
金借入金ほ
か

合計 72,816

 

(注) 上記(*)印および「その他25
件」のうち16件は、便宜置籍
国に所在する船舶保有子会社
から当社が定期用船している
船舶に係る設備資金の借入等
に対するものであり、総額は 
52,876百万円です。

  (3) 連帯債務

連帯債務者
連帯債務 
他社負担額 
(百万円)

日本郵船㈱ 41,223

㈱商船三井 33,514

飯野海運㈱ 3,655

その他３件 341

合計 78,735

共有船舶相互連帯債務  

(注) 上記(*)印および「その他23
件」のうち15件は、便宜置籍国
に所在する船舶保有子会社から
当社が定期用船している船舶に
係る設備資金の借入等に対する
ものであり、総額は48,075百万
円です。

 
  (3) 連帯債務

連帯債務者
連帯債務 

他社負担額
(百万円)

連帯債務の
内容

日本郵船㈱ 34,640
共有船舶相
互連帯債務

㈱商船三井 28,412
共有船舶相
互連帯債務

飯野海運㈱ 3,113
共有船舶相
互連帯債務

その他３件 265
共有船舶相
互連帯債務

合計 66,432
 

(注) 上記(*)印および「その他23
件」のうち15件は、便宜置籍国
に所在する船舶保有子会社から
当社が定期用船している船舶に
係る設備資金の借入等に対する
ものであり、総額は49,749百万
円です。

  (3) 連帯債務

連帯債務者
連帯債務 
他社負担額 
(百万円)

連帯債務の
内容

日本郵船㈱ 36,377
共有船舶相
互連帯債務

㈱商船三井 29,686
共有船舶相
互連帯債務

飯野海運㈱ 3,244
共有船舶相
互連帯債務

その他３件 303
共有船舶相
互連帯債務

合計 69,613
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(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

器具 
・備品 
(百万円)

その他 
(百万円)

合計 
(百万円)

取得価額 
相当額

41,768 20 41,788

減価償却 
累計額 
相当額

12,399 6 12,406

中間期末 
残高 
相当額

29,368 13 29,382

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

器具
・備品 
(百万円)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額
相当額

52,022 13 52,035

減価償却
累計額 
相当額

17,198 10 17,208

中間期末
残高 
相当額

34,824 2 34,827

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

器具 
・備品 
(百万円)

その他 
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額
相当額

52,267 40 52,307

減価償却
累計額 
相当額

14,471 10 14,482

期末残高
相当額

37,795 29 37,825

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 4,108百万円

１年超 24,569

合計 28,677

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 5,313百万円

１年超 29,913

合計 35,226

② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 5,235百万円

１年超 32,858

合計 38,093

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 2,525百万円

減価償却費 
相当額

2,262

支払利息相当額 656

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 3,284百万円

減価償却費
相当額

2,973

支払利息相当額 732

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 5,324百万円

減価償却費 
相当額

4,334

支払利息相当額 1,284

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

  ・減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっています。

  ・利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利

息相当額とし、各期の配分方

法については、利息法によっ

ています。

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

  ・減価償却費相当額の算定方法

同左

  ・利息相当額の算定方法

同左

オペレーティング・リース取引

 未経過リース料

１年以内 7百万円

１年超 7

合計 14

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

  ・減価償却費相当額の算定方法

同左

  ・利息相当額の算定方法

同左
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(有価証券関係) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

前中間会計期間末(平成16年９月30日) 

  

 
  

当中間会計期間末(平成17年９月30日) 

  

 
  

前事業年度末(平成17年３月31日) 

  

 
  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。 

  

種類
中間貸借対照表計上額

(百万円)
時価

(百万円)
差額 

(百万円)

子会社株式 738 5,573 4,835

関連会社株式 974 1,464 490

合計 1,712 7,038 5,325

種類
中間貸借対照表計上額

(百万円)
時価

(百万円)
差額 

(百万円)

子会社株式 738 6,416 5,677

関連会社株式 974 1,850 876

合計 1,712 8,266 6,553

種類
貸借対照表計上額

(百万円)
時価

(百万円)
差額 

(百万円)

子会社株式 738 6,683 5,944

関連会社株式 974 1,915 941

合計 1,712 8,598 6,886
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(重要な後発事象) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

平成16年11月26日、下記のとおり

特定子会社の解散および清算を決定

しました。

子会社の名称 ：

“K”LINE HOLDING LUXEMBOURG S.A.

資本の額   ： US$42,500,000

事業の内容  ：

海外グループ会社への出資、貸付

議決権所有割合： 100％

清算の時期  ：

平成17年３月31日（予定）

清算損失見込額： 28億円

清算の理由  ：

“K”LINE  HOLDING  LUXEMBOURG 

S.A.は当社海外グループ会社への出

資並びに貸付を主要な業務として当

社100％出資の金融持株業子会社と

して1973年（昭和48年）にルクセン

ブルグに設立されましたが、当社は

近年における金融の規制緩和を背景

に、海外の金融子会社をはじめグル

ープ金融機能の見直し、合理化を図

っており、その一環として同社を解

散、清算することを決定しました。

なお、当該子会社の清算が当社の営

業活動等へ及ぼす重要な影響はあり

ません。

――――――――――― 平成17年3月15日開催の取締役会

決議に基づき、2013年満期ユーロ円

建転換社債型新株予約権付社債を平

成17年4月4日に発行しました。

１．本社債の発行総額 

    30,000百万円

２．本社債の発行価額

本社債の額面金額の100％（各

本社債額面金額1百万円）

３．本社債の利率

本社債には利息は付さない。

４．本新株予約権の発行価額

無償とする。

５．本社債の償還方法及び期限

平成25年4月4日（償還期限）に

本社債の額面金額の100％で償

還する。

６．本新株予約権に関する事項

（1）新株予約権の目的である 

株式の種類及び数

種類 ：  普通株式 

数  ： 35,252,643株

（2）発行する新株予約権の総

数

30,000個

（3）新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価額及び資本組

入額

発行価額    ： 851円 

資本組入額 ： 426円

（4）新株予約権の行使請求期

間 

平成17年4月18日から平

成25年3月21日の営業終

了時（行使請求地時間）

までとする。

７．資金の使途

新造船のための資金調達に関し

て使用する予定です。
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(2) 【その他】 

  

平成17年11月10日開催の取締役会において、当期中間配当に関し次のとおり決議しました。 

(1) 中間配当による配当金額の総額      5,335百万円 

(2) 1株当たりの金額               9 円00銭 

(3) 支払請求の効力発生及び支払開始日   平成17年11月29日 

  

(注)平成17年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。 
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第６ 【提出会社の参考情報】 

当事業年度の開始日から半期報告書提出日までの間に次の書類を提出しています。 

  

 
  

  

(1) 有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第137期)

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

平成17年６月29日 
関東財務局長に提出。

(2) 有価証券届出書 
及びその添付書類

新株予約権証券 平成17年７月15日 
関東財務局長に提出。

(3) 有価証券届出書の 
訂正届出書

平成17年７月15日提出の有価証券届出書及び
その添付書類に係るもの

平成17年７月25日 
関東財務局長に提出。

(4) 発行登録書 
及びその添付書類

平成17年９月１日 
関東財務局長に提出。

(5) 訂正発行登録書 平成17年６月29日 
関東財務局長に提出。

(6) 自己株券買付状況報
告書

平成17年12月９日 
関東財務局長に提出。
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該当事項はありません。 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
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独立監査人の中間監査報告書 

 

  

平成16年12月22日

川 崎 汽 船 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている川崎汽船株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間

(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結損益計算書、

中間連結剰余金計算書、中間連結貸借対照表及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行

った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務

諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、川崎汽船株式会社及び連結子会社の平成16年９月30日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間より、「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」を適用して中間連結財務諸

表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 

  

新日本監査法人

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  鈴  木  啓  之  ㊞

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  西  村  嘉  彦  ㊞

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  柳     年  哉  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 

 

  

平成17年12月21日

川 崎 汽 船 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている川崎汽船株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間

(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結損益計算書、

中間連結剰余金計算書、中間連結貸借対照表及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行

った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務

諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、川崎汽船株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 

新日本監査法人

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  鈴  木  啓  之  ㊞

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  橋  留  隆  志  ㊞

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  柳     年  哉  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 

 

  

平成16年12月22日

川 崎 汽 船 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている川崎汽船株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第137期事業年度の中間会計期間

(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間損益計算書及び中間貸

借対照表について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、川崎汽船株式会社の平成16年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計

期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

  

追記情報 

会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当中間会計期間より、「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」を適用して中間財務諸表を作成

している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 
  

新日本監査法人

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  鈴  木  啓  之  ㊞

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  西  村  嘉  彦  ㊞

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  柳     年  哉  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 

 

  

平成17年12月21日

川 崎 汽 船 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている川崎汽船株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第138期事業年度の中間会計期間

(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間損益計算書及び中間貸

借対照表について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、川崎汽船株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計

期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 
  

新日本監査法人

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  鈴  木  啓  之  ㊞

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  橋  留  隆  志  ㊞

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  柳     年  哉  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。
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